
令和２年３月定例教育委員会 

 

開催日時 令和２年３月２０日（金） 

午前９時～午後０時３０分 

午後１時１５分～午後１時４５分 

 

１ 開会 

○山本教育長 

 ただいまから令和２年３月定例教育委員会を開会いたします。よろしくお願いします。 

 

２ 日程説明 

○山本教育長 

 では最初に、教育総務課長から、本日の日程説明をお願いします。 

                                                                           

○片山教育総務課長 

 本日は、議案１４件、報告事項３１件、協議事項１件の計４６件となります。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

 

３ 一般報告 

○山本教育長 

 それでは、私からの一般報告でございますが、お手元にお配りしております。前回から

ということでございますが、初めに新型コロナウイルスへの対応ということで、お話を申

しあげたいと思いますが、感染が拡大している中で、２月２７日の夕刻、突然総理から全

国一斉休校の要請があり、それに応じるかたちで、鳥取県でも一斉休校という取組を始め

たところでございます。その状況を見ていると、やはり子どもたちに様々な部分で影響が

出てきているという、そうした情報もございましたので、また、鳥取県では幸いなことに、

今も含めて感染が確認されていない、そうした地域であることなども勘案して、３月１８

日から再開をしようということで取組を行っているところでございます。その間、３月１

日、２日に行われました、これは高校のほうですけども、卒業式であったり、あるいは５

日、６日の入試であったり、その辺りは感染防止対策を徹底しながら、予定どおり実施を

したところでございます。とくに、混乱もなく出来たということでございます。再開後も

ほんとに子どもたちの嬉しそうな姿を、私も見ることができて、ある意味再開に踏みきっ

てよかったかなと思いますし、昨日は西部のほうの専門家会議でも、感染状況が確認され

ていない地域では、リスクなどを判断した上で、リスクが低い活動から実施をしてもいい

ということでございます。その中には学校における様々な活動というのも含まれていたと

いうことでございまして、ある意味エビデンスもいただいたということかなと思っており

ます。ただ、やはり気をゆるめてはいけないと思いますので、徹底した感染防止対策とい

うものは引き続きやっていかなければならないと思いますし、これから春休みに入ります

ので、少し気が緩んだまま春休みに入ってしまうと、たとえば県外に遊びに行ったりとか



そういうことも、懸念される部分もありますので、そうした留意事項などもきっちり示し

ながら対応を進めていきたいと思います。そしてまた一旦開いた状態になるわけですけど

も、今度いざ感染が確認された場合に、どうした閉じかたをするのか、改めてそこの部分

をこれから議論していくということになります。また、今現在は地域で一人出ても、学校

は継続しますが、校内で児童生徒あるいは教職員等の感染が確認された場合には、その学

校を１４日間閉じましょうという方針を、昨日の行動計画の中でも改めて示しているとい

う状況です。昨日出たエビデンスなども含めて、そのやり方でいいのか、たとえば新型イ

ンフルの中では、学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖の３段階で閉じていくというやり方も含

めて示してありますので、昨日の専門家会議で示したエビデンスなども含めて、より教育

機会を確保するという方向で検討をしたいというふうに思っているところでございます。 

 それから２月１９日には、いじめ不登校の対策本部会議を開催いたしました。この度は、

不登校を中心に、背景をもう少し国の調査よりも細かく分析をして対応を考えていこうと

いうことで取り組んでいきましたが、そうしたことを元に、いろんな本人の困り感という

ものが様々な分野で出てきている。学業であったり、対人関係であったり、そうしたこと

を分析しつつ検討してきた中で、保護者であったり、教職員であったり、そこでの対応の

困り感というものも一部見られたということで、しっかりと相談窓口を明示していこうと

いうことで、しっかりと県民の皆さん、教職員の皆さんに知らせていこうという取組であ

ったり、もう一つは校内で教室の中ではうまく対応できなくても、そこから少し離れて普

段の授業とは違うかたち、学校で居場所をつくるという校内サポート教室の取組をやって

いこうということも、この中で決めさせていただいたところでございます。 

 それから２１日からは、県議会ということで、この度は代表質問含めて１７名の議員さ

んが質問戦を繰り広げられましたけれども、コロナの関係が多かったわけでございますが、

そのほかにも教員の働き方改革であったり、夜間中学をどうするのかといったこと、そし

てまた、美術館整備等々につきまして質問をいただいたところでございます。また、別途

その議事録の速報版などをご覧いただきたいというふうに思います。私からは、以上でご

ざいます。 

 

４ 議事 

○山本教育長 

 続いて、議事に入ります。本日の議事録署名委員は、中島委員と若原委員にお願いしま

す。まず、森田次長から、議案の概要説明をお願いします。 

 

○森田次長 

 議案第１号から第４号ですけども、教育委員会事務部局に勤務する管理職職員、県立学

校・市町村立学校校長など、年度末人事異動に関するものをお諮りするものでございます。 

 議案第５号 公立学校教職員の懲戒処分につきましては、教職員に非違行為があったこと

に伴いまして、その処分について諮るものでございます。 

 議案第６号につきましては、令和２年度鳥取県教科用図書選定審議会委員の任命につい

てお諮りをするものでございます。 

 議案第７号につきましては、令和２年４月の組織改正等に伴う関係教育委員会規則を整



備するものでございます。合わせまして議案第８号につきましては、関係訓令の整備に関

するものでございます。 

 議案第９号につきましては、県立学校の教育職員の時間外業務時間の上限を定める規則

を定めるものでございます。 

 議案第１０号につきましては、鳥取県育英奨学資金貸し付け規則ならびに、定時制・通

信制の奨学金の貸与規則一部改正についてでございます。 

 議案第１１号につきましては、みんなが子育てに携わるための教職員のプランにつきま

して、現行計画が終了するため次期計画を定めるものでございます。 

 議案第１２号につきましては、障がい者の活躍推進計画について、国の法律等の改正が

ございましたので、障がい者活躍推進計画を定めるものでございます。 

 議案第１３号につきましては、公立学校の教員としての資質向上に関する指標について、

栄養教諭、栄養職員について定めるものでございます。 

 議案第１４号につきましては、現業職員の給与に関する規則の一部改正を行うものでご

ざいます。 

以上、よろしくお願いします。 

 

（１）議案 

○山本教育長 

 それでは、順次審議をいただきたいと思います。本日の議案及び報告事項のうち「議案

第１号から第６号」まで、そして「報告事項アからウ」までは人事に関する案件でござい

ますので、非公開で行うこととしたいと考えておりますが、いかがでしょうか。よろしい

ですか。それではそのように取扱うことについて決定をいたします。関係課長以外は退席

をしてください。 

 

【議案第１号】 教育委員会事務部局人事（課長級以上）について（非公開） 

【議案第２号】 市町村（学校組合）立学校長人事について（非公開） 

【議案第３号】 県立学校長人事について（非公開） 

【議案第４号】 県立学校事務長（課長相当職）人事について（非公開） 

【議案第５号】 公立学校教職員の懲戒処分について（非公開） 

【議案第６号】 附属機関委員の任命について（非公開） 

【報告事項ア】 教育委員会事務部局人事について（非公開） 

【報告事項イ】 市町村（学校組合）立学校教職員人事について（非公開） 

【報告事項ウ】 県立学校教職員人事について（非公開） 

 

 

 

【議案第７号】 令和２年４月の組織改正等に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規    

則について 

○山本教育長 

 それでは、議案第７号の説明をお願いします。 



 

○片山教育総務課長 

 それでは、議案第７号であります。この度の４月の組織改正に伴う関係規則の改正でご

ざいます。めくっていただきますと左側のページのほうに一覧を挙げております。２の改

正概要のところをご覧いただければと思います。まず、教育委員会事務局の組織規則です

が、これは美術館整備局の新設、小中学校課内の学びの改革推進室の新設、それから学

校・家庭・地域推進の関係の事務を小中学校課から社会教育課に移管する関係、それから

教育総務課に内部統制に係る事務を追加する関係、そのほかの関係の所要な改正を行うも

のでございます。以下、職員の職の設置に関する規則、それから３番目の博物館の管理運

営に関する規則、これについては美術館整備局設置に伴うものでありますし、４番の教育

センターの管理運営規則から７番の図書館管理規則の関係につきましては、会計年度任用

職員制度の導入に伴う改正、それから８番目の市町村事務の管理運営規則の改正、これは

人事委員会規則の名称変更に伴う改正。９番は美術館整備局の関係、１０番１１番につき

ましては関係法令の改正に伴う改正でございます。 

 １頁から、内容については掲げておりますが、いずれも新たな組織の関係等でございま

す。それから１頁からが教育委員会の事務局組織の規則でございます。新設組織等に掲げ

るものでありますし、２頁以降にそれ以外の主要な改正を行うものについて順次掲げてい

るものでございます。いずれも４月１日からの施行としておりますが、１番最後の校地校

舎等の取得処分等についての届出に関する手続細則の廃止につきましては、公布の日から

施行する格好にしております。簡単ですが以上です。 

 

○山本教育長 

 ただいまの説明につきまして、委員の皆さんから、ご質問ご意見ございましたらお願い

いたします。 

 

○若原委員 

 １番最後の公布の日というのは、いつになりますか。 

 

○片山教育総務課長 

 県の公報に掲載する日で、今日議決をいただきましたら、早くて来週の頭になりますし、

だいたい１週間ないし２週間程度で公報には掲載となります。 

 

○若原委員 

 改正・制定というのは今日になりますか。 

 

○片山教育総務課長 

 改正の議決は今日です。それを受けて公布手続きがあって、施行されます。あと、４月

１日から施行と書いてありますので、それは４月１日からとなります。 

 

○山本教育長 



 そのほか、よろしいですか。それでは、とくに異論等ないようでございますので、議案

第７号は原案どおり決定といたします。 

 

 

 

【議案第８号】 令和２年４月の組織改正等に伴う関係訓令の整備に関する訓令について 

○山本教育長 

 続きまして、議案第８号につきまして、説明をお願いします。 

 

○片山教育総務課長 

 議案第８号につきましては、組織改正等に伴う関係訓令の関係の改正でございます。こ

れも、おめくりいただきますと、左側のページに内容を掲げております。２番のところを

ご覧いただければと思います。事務局職員の任免発令規程、１番上です。それから、２番

目の職員安全衛生規程につきましては、会計年度任用職員の導入に伴う改正でございます

し、３番目の教育委員会事務処理権限規程におきましては、美術館整備局の新設等に伴う

記載の整備及び、それから会計年度任用職員の導入そのほか、主要な改正ということで行

っております。内容につきましては、事務職員の任免発令規程につきましては１頁から３

頁まで、いずれも会計年度任用職員関係のものでございます。それから３頁から安全衛生

管理規程、３頁の下と４頁の上でございますが、これも会計年度の関係。それから４頁か

ら事務処理権限規程とありますが、新たに設置される美術館整備局の関係を追加で記載し

ているものが大半でございます。簡単ですが、説明は以上です。 

 

○山本教育長 

 ただいまの説明につきまして、ご質問ご意見等がございましたらお願いをいたします。 

 

○中島委員 

 訓令というのは、規則の下にくっつくものなんですか。 

 

○片山教育総務課長 

 はい。 

 

○山本教育長 

 では、よろしいですか。それでは議案第８号も異論は出てないようでございますので、

原案のとおり決定といたします。 

 

 

 

【議案第９号】 県立学校の教育職員の業務量等の管理に関する規則の新設について 

○山本教育長 

 続きまして、議案第９号について、説明をしてください。 



 

○國岡教育人材開発課長 

 教育人材開発課の國岡でございます。議案第９号、県立学校の教育職員の業務量等の管

理に関する規則の新設について、別紙のとおり議決を求めます。資料は今の２枚ものと、

あともう一つ手持ち資料と書いてあるものをご覧いただきたいと思います。法体系が手持

ち資料の真ん中辺りに書いてあります。まず１番元になるのが、この左側の給特法になり

ますが、公立学校教職員等の給与等に関する特別措置法なんですけども、１番の（１）に

給特法の一部改正というのがあります。アで、勤務時間の上限に関するガイドライン。イ

で、いじめ対応の変形労働時間と書いてありますが、上限に関することと変形労働時間の

導入については、この給特法の改正によって可能となり、上限を定めなければならないと

いうのは位置づけられました。それに伴って、給特法の右下に指針というのが書いてあり

ますが、国の指針というのが告示されました。この内容がその次のペーパーの別添です。

それに基いて、給特法、そして指針に基づいて給特条例を定めなければならないという国

の考え方でして、この給特条例自体は手持ちの３枚目になります。今の議会に提案してい

るもので、来週議会最終日に議決していただく予定となっていますが、３頁目のこれが改

正理由でして、改正内容自体は、その裏にございます。内容的にはシンプルなものです。

アンダーライン部分なんですけども、特に下のほうの条例第７条の「健康及び福祉の向上

を図るため、教育委員会は正規の勤務時間及び、それ以外の時間において行う業務の量そ

の他教育職員の健康及び福祉の確保に関して適切な管理を行うため必要な措置を講ずるも

のとする」ということが、条例に規定される予定です。その条例が可決されたら、これに

基づく教育委員会規則を今回新たに新設しようとするのが、今の議案となります。 

 議案の第９号のほうに戻っていただきまして、議案の１頁、制定理由になりますが、給

特条例の一部が改正され、勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務量等について適

切な管理を行うための措置について規則を制定するということで制定したものです。 

 内容としてはその裏の実際の業務の内容になります。最初に趣旨がありまして、第２条 

で、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の上限ということで、要は時間外につい

て、一月に４５時間、１年で３６０時間以内にしなくてはいけないということが、ここに

規定をされております。２項にありますのは、一時的な、あるいは突発的に時間外に行わ

ざるを得ない場合のことが、ここに書いてあります。その場合は一月について１００時間

未満、一年について７２０時間未満、あと一月・二月・三月・四月・五月で平均を求めて

も一月あたり８０時間以内にしなくてはいけないといったことが、突発的なことが起こっ

たときのことがそこに規定はされております。具体的には、いじめの重大事案が起こって、

その対応であるとか、そういった場合を想定しております。 

 最後第３条に、その他の事項ということで、教育委員会が別に定めると書いてあります

が、ここに書いてあるのは非常におおざっぱな内容でして、それ以上に細かい内容を別に

定めるように予定をしております。その内容が、また手持ちのほうに戻りますが、一番最

後のページ、今の新設規則に基づいて、「県立学校教育職員の勤務時間の上限に関する方

針」というものを定める予定としております。内容としては、今の上限時間のことが書い

てあったり、あるいは裏の一番最後のページになりますが、４番で、時間外業務時間の把

握等とありますが、時間外についてはシステムに入力しなければならない、であるとか、



校長の責務としてシステム入力を徹底させるとか、そういった管理職としてのなすべきこ

とも今回規定されてあるところです。手持ちの１頁をもう一度ご覧いただきますと、この

表の真ん中黒く囲ってある「教委規則（県）」というのが 今回新設する議案第９号にな

りますが、それに基づいた先程の方針が右側の方針です。それとはまた別に今回は県立だ

けの話でして、市町村についてはその下にあります教委規則（市町村）で、市町村が教育

委員会規則を定めなくてはいけません。各市町村には、今の新設する規則案であるとか、

方針は市町村のほうでも出しておりまして、各市町村も同様の動きを取っているところで

す。以上でございます。 

 

○山本教育長 

 それでは、議案第９号につきまして、委員の皆さまのご質問ご意見等ございましたら、

お願いします。 

 

○若原委員 

 この規則は、なにかひな形になるものがあるんですか。 

 

○國岡教育人材開発課長 

 国のほうから出ている参考例があります。 

 

○中島委員 

 基本的には県立学校に対してというものなんですね。 

 

○國岡教育人材開発課長 

 この規則はそうです。市町村は市町村で定めるものです。 

 

○中島委員 

 これは、強制力があるものなんですか。努力しましょうというものなんですか。 

 

○國岡教育人材開発課長 

 罰則規定とかいうものはないんですけども、ただ、任命権者としては、実際の結果を検

証して、それをまた次の年につなげなさいといったような行動を取らなくてはならないと

いうようなことは規定されておりまして、それを怠ったときはそれなりの責任というか問

われることにはなるでしょう。 

 

○中島委員 

 皆さんが一番よくご承知だと思うんですけど、一月について４５時間、一年について 

３６０時間というのがありつつ、第２条第２項が入ってくると、もはやもうなんだか、よ

く分からなくなるじゃないですか。一月について１００時間未満だとか、それで３が入っ

てくると益々複雑になってきて、これ実際的に運用するときに、これに沿ってるかどうか

の判断というのは、現場的には校長がしていくということになるんですか。 



 

○國岡教育人材開発課長 

 するんですけども、２項については、ほとんどあり得ないんじゃないかなあと思うんで

す。たとえば、いじめで事案が発生したとしても、瞬間的には増えることがあるかもしれ

ませんけれど、長期的には減らさなくてはいけないというか、計画的にやって、たとえば

勤務時間を調整することによって、時間外は生じないようにしなくちゃいけませんので、

ほぼ起こらないんじゃないかと。 

 

○中島委員 

 じゃあ、基本的には、２条の１項のほうをチェックしていけばいいんじゃないかという

考えですか。 

 

○國岡教育人材開発課長 

 はい。 

 

○足羽教育次長 

 一部の教員に、担任が全部負ってしまえば、こんな第２項のようなことも起こり得る可

能性はありますので、そうならないような適切な責任分担や業務分担をきちんと学校管理

運営のほうとして、組織的に対応するということも、一つ大きな対応策かなというふうに

思います。 

 

○鱸委員 

 私も心配するのは、こういう制限加えるときのコンプライアンスをどういうふうに評価

して、どういう対応をとるかだと思うんですが、民間の安全衛生法の場合だと、はっきり

した罰則があります。それぞれの企業がそれぞれの状況によって罰金を払わなくてはいけ

ないということがあるんだけれど。まずは、これは時間外の評価というのは、やっぱりそ

の学校の事務サイドでやるわけですか。事務の中で、けっきょく勤怠の入るときを見て、

あるいは自己申告ですか。 

 

○國岡教育人材開発課長 

 今県立学校では勤怠管理システムというのが入ってまして、入退庁の時間は、IC カード

を使って記録できます。ただ、今回の時間外を把握する方法は、入退庁の時間の中で自己

申告となります。自己申告なんですけども、入退庁の時間と申告した時間とを一致するよ

うに齟齬がないようにするというのも管理職の一つの監督する業務です。 

 

○鱸委員 

 それを徹底しようと思ったら、ほんとに細かくチェックしないと、そのチェックした中

で、おそらく事務サイドがそれぞれの先生に「こういうところが登録されていない」とか、

「こういうところが出てない」とか、「あなたの部署はこんなにオーバーしてるよ」とい

う努力目標を設定して、やった結果が一つの改善につながるんだろうと思うんですが、そ



の辺のところをもう少し規定の中で、ガイドラインにしてもそういうものはまたできてく

るんですかねえ。そういうコンプライアンスに向けての評価なり指導なり、あるいは改善

方法とか、そういうことは。 

 

○國岡教育人材開発課長 

 それは、私たちがやらなくてはいけない業務だと思っております。 

 

○鱸委員 

 そこが一番大事かなあと思うんですよね。県が時間外というものと、勤怠の時間の中で、

実際にどういう時間に使ったんだというところまで、やっぱりきちっとした結果改善され

てくるという、影山さんがおられるけれども、総合療育センターに丁度それが入ったとき

に、非常に多くの事務量が割かれたという事実があるので、そこをちゃんとしようとすれ

ば、けっこう負担になるので、そこは効率的にいい方法を考えないといけない。学校とい

う業務は特殊な業務だと思うので、そのために給得法というのが設けられているんだと思

うので、学校のコンプライアンス独自の改善につながるようなシステムを今後つくってい

かないといけないかなとは思うんです。そこが一番大事じゃないかな。それからやっぱり

超えた人に対して、どういう指導をしていくか、健康面も含めて。産業医とのやり取りの

確認というのをしっかりそれぞれの学校でしていかないといけないかなと思います。産業

医との問題もけっこうあるんじゃないかと思うんです。 

 

○國岡教育人材開発課長 

 産業医とは今、８０時間以上は行政でやっていますし、そういった連携はとれているん

ではないかなあと思いますし、実は報告事項キのほうで、今年度の改善プランの成果と課

題というのはまとめてあるんですけども、これだけじゃなかなか結果はまだ出てきていな

いので、より具体的に進める必要があるとは考えています。 

 

○佐伯委員  

 職員の意識を変革していかないと、時間の使い方といいますか、たとえば、これは自己

研鑽で自分たちのアイディアを出し合うときだということで、これまでは時間をいくら使

ってもいいから、いいものつくろうみたいな感覚があったですけれども、これからは、

「今はこれはみんなでワーキングを一緒にやる時間だよ。あとは自分の時間だね」とかい

うのにしないと、たぶん自己申告で、まちまちになってきて、きちっと意識して自己管理

しながら計上する人と、おおざっぱな人もあると思うし、結果的にそんなに変わらないん

だったらと、だんだんおおざっぱになっていくのかもしれませんけれども、なじんでいく

のにちょっと時間がかかるのかなと思いますけど。 

 

○國岡教育人材開発課長 

 一昨年までは、入退庁の時間と、実際に申告した時間との乖離時間が１時間あるかない

かというのをすべてうちの課でチェックして、学校に伝えていて、あまりにもちょっと負

担が大きかったので、やめてたんですけども、１月には再度同じことをやりました。「こ



ういう状況ですので、各学校ではちゃんとやってほしい」と依頼しておりますし、この制

度が始まる４月も、同じことを一度やってみようと思っています。乖離がでないように。 

 

○佐伯委員 

 それって今度義務の小中となったときに、それぞれの学校でチェックされるんですかね

え。 

 

○國岡教育人材開発課長 

 学校によって状況がまちまちというか、それがきちんと出来ている学校と出来てない学

校とがありまして。 

 

○佐伯委員 

 それをすることによって、担当者の業務が増えますよね。そこが大変だと思いますけど

ね。教職員の多い学校ほど。 

 

○足羽教育次長 

 厳密にやろうとすればするほど、別の時間が生まれることは確かで、どこまで今おっし

ゃったように厳密にやるべきとは、もちろん思ってますけれども、入退庁の中から、おっ

しゃった自己研鑽を除くというこの辺りが自己申告になっていきますので、そこはおっし

ゃった教員に「こういう制度になって、働き方が変わる、変えなきゃいけない」という意

識をよりしっかり一人一人に持っていただくことは継続して進めていかなくちゃいけない。

制度的に、かちっと、もうこうだというのはなかなか難しいのが実態かなあと思っており

ますので。でも、条例、規則、方針と、罰則規定はないものの、ほんとに今大きな教員の

働き方の変革期だということをしっかり発信はしていきたいなあと思います。併せて、こ

こには部活動等も全部入ってきますので、部活動も大きな変革だということで、これまで

のような生徒のためならなんでもＯＫということでは、もう、いけないということをしっ

かりと打ち出していかざるを得ないなあというふうに思っております。 

 

○山本教育長 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 

○中島委員 

 今のお話だと、具体的に帰る時間というのはシステム的に把握ができる。で、残業して

いる時間は自己申告になる。じゃあ、たとえば、６時に帰ったんだけども、５時までは業

務であり、５時から６時は自己研鑽みたいなケースもあるということですか。 

 

○足羽教育次長 

 ありますね。５時までは定刻の勤務です。そこから６時までの１時間は時間外業務をし

たのか、自分が自分を高めるための研鑽に使ったのか、それならばそれは申告しないので、

それは０。学校の分掌の業務の仕事があって、生徒指導という業務が６時までだったら、



１時間カウントというふうに。 

 

○中島委員 

 それはそうすると、どうやっても本人の認識によるので、システム的に単純にコンピュ

ータで集計するというわけにはいかない部分が出てくるということですか。 

 

○足羽教育次長 

 ですから帰らずに読書をしていました、というようなケースなら、これは業務じゃなか

ろう。でも、その本が子どもたちの育ちだと考えるだとかいうような本だったらどうかと、

この辺の判断は非常に難しいですよね。 

 

○中島委員 

 なんでそんな話をお聞きしているかというと、さっき時間の使い方というのを最終的に

校長にどうやって伝えるかというところで、課のほうで業務をしなければいけなかったと

いうお話があったじゃないですか。今はコンピュータでぱっと出るという状況ではないと

いうことですよね。今の状態というのは。そうすると、たとえば自分で８時に出たのは出

たんだけれども、業務は７時まででしたとか、７時半まで業務でしたとかということを、

自分で今は入れることにはなってないということですか。 

 

○足羽次長 

 それは、なっている。 

 

○中島委員 

 なってるんだったら、あとはシステムを書き換えるだけで分かるんじゃないですか。 

 

○足羽教育次長 

 システムを書き換えるというのは。 

 

○中島委員 

 退庁時間と実際の業務をしている時間との間の乖離ということについて、課のほうで仕

事をされたと、さっきそれを把握するための仕事をされた、とおっしゃったじゃないです

か。そこにどれぐらいの乖離があるかということはシステムで自動的に把握できるかたち

にすることができるんじゃないかなと思ったんですけど。 

 

○足羽教育次長 

 そのシステム改修には何千万ということで。 

 

○國岡教育人材開発課長 

 この間できるようになったと。乖離の時間が何時間かということはできるようになった

と思います。 



 

○中島委員 

 であれば、校長がそのデータをぱっと引っ張り出せるようにしておけば、「先生、ちょ

っとこうしたほうがいいんじゃないの」という話は、現状でも校長はできるということで

すか。そうですか。だったら、それをうまく使ってくださいということですよね。 

 

○國岡教育人材開発課長 

 はい、このあいだ出来るようになりました。 

 

○山本教育長 

 そのほか、いかがですか。それでは、議案第９号につきましても、原案のとおり決定を

いたしたいと思います。 

 

 

【議案第１０号】 鳥取県育英奨学資金貸与規則及び鳥取県高等学校定時制課程及び通信

制課程修学奨励金貸与規則の一部改正について 

○山本教育長 

 続きまして、議案第１０号について、説明をしてください。 

 

○影山人権教育課長 

 人権教育課の影山です。議案第１０号、鳥取県育英奨学資金貸与規則及び鳥取県高等学

校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則の一部改正について、別紙のとおり議決

を求めるものでございます。別紙をご覧ください。改正内容といたしましては、高校・大

学の育英奨学資金及び定時制通信制高校の修学奨励資金につきまして、その返還をする際

に納期限までに返還されず、滞納が発生した場合の延滞金を定めておりますが、この度そ

の延滞金の金額を改正して、令和２年４月から施行しようとするものでございます。まず

改正規則第１条の育英奨学資金の改正について、新旧対照表の改正前の欄をご覧いただき

ますと、下線を引いておりますが、現行の延滞金の金額は滞納している額につきまして、

六月について５％の割合を乗じて得た額としております。これをこの度の改正では、延滞

している額に民法で定める法定金利、これが令和２年４月からは３％になりますが、その

金利を乗じて得た額に改正しようとするものであります。その１４条の条文には、延滞金

の額の記述は削除されておりますが、本来であれば民法で定める法定金利を乗じて得た額

と書きたいところでございますが、私的な債権につきましては、特別な利率を定めないの

であれば、当然に民法の法適用になるということで、あえて書く必要はないということで、

延滞金の額の規定を削除しております。これも県の法制上のルールでそうしているという

ことでございます。更に、今回なぜ今の時期に延滞金の額の規定を改正するかということ

につきましては、民法のほうで金利が現行では５％ですが、改正によりまして、令和２年

４月から３％になるため、全体として金利が下がっている中で、六月５％というのは高過

ぎるのではないかということで、この際民法の法定金利に合わせる改正を行うものでござ

います。 



 第２条の高等学校定時制及び通信制課程修学奨励資金につきましては、改正前の延滞金

の金利は年 10.95％と定めており、定時制通信制の延滞金の額についても同様の改正を行

い、延滞金の額の規定を改正後は削除しておりますが、延滞額に民法の法定金利の３％を

乗じた額に改正しようとするものでございます。また、附則で、施行日につきましては、

令和２年４月１日としており、施行日以前に生じた延滞金については、施行前の規定を適

用する旨定めております。 

 

○山本教育長 

 ただいまの説明につきまして、ご質問ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

 周知するときに、今の説明みたいなことをしないと、延滞金が要らないというふうに理

解されてしまうと。 

 

○影山人権教育課長 

 募集要項には、きちんと延滞金については３％と書きますし、督促状についても延滞金

のパーセントは明記することにしています。 

 

○山本教育長 

 では、特にないようでございますので、議案第１０号は原案のとおり決定といたします。 

 

 

 

【議案第１１号】 みんなが子育てに携わるための鳥取県教職員プラン（鳥取県教育委員

会特定事業主行動計画）について 

○山本教育長 

 続きまして、議案第１１号につきまして、説明してください。 

 

○片山教育総務課長 

 教育総務課です。みんなが子育てに携わるための鳥取県教職員プラン（鳥取県教育委員

会特定事業主行動計画）についてであります。平成２７年に現行計画ができておりまして、

計画期間が今年度末で終了いたします。これをまた令和６年度末までの計画として新たに

策定するものでございます。１頁をご覧いただきますと、見直し方針案として、知事部局

等々の状況も勘案して、ここに○を付けて掲げている内容について見直しを行うものでご

ざいます。アンダーラインをしておりますけれども、男性職員の育児休業取得率、これが

平成３０年度２．５％という実態でありますが、これを今１５％の目標としております。

２．５％の実態であるのに、この１５％を３０％に引き上げようと目標としてはとするも

のであります。これの考え方でありますけれども、育児休業取得時期がきた目安をお示し

して、今どうしても育児休業というと、１カ月、１年というイメージで、なかなか休めな

いというところがあるものですが、休暇の制度がありまして、そういったものをまず必ず

取ろうねというのを推奨していく。それに加えて、育児休業も短期間でもいいから合わせ

て取っていこうというような、柔軟な取り方ができるように改正していこうというもので



ございます。 

 これにつきまして次にありますように、人事担当課による積極的な関与。対象職員を把

握した場合に所属長に対して働きかけを行って取得してもらうとか、あるいはその次にあ

りますとおり、取得ケースの作成など、出産はある程度時期が分かりますので、その時期

を目指した事務分担の見直しでありますとか、そういったことを働きかけていくというこ

とで、条件を整えていこうと考えております。また短期間であっても人的応援体制ができ

るような仕組も、この期間内に考えていきたいということでございます。 

 ２頁の一番上に国の動行といいますか、昨年末国家公務員の方針が作成されまして、男

性職員も１カ月以上の休暇・休業取っていこうということでございます。知事部局のほう

では、まだ最終結論はいただいておりませんけれども、現行１５％の目標を一気に７０％

まで引き上げようというようなことでございます。それから県警のほうは、ちょっとニュ

ースにもなりましたけれども、令和元年度においては、暫定でありますが、６割の男性職

員の方が期間を数日間というのを含めたところではあっても、取得しておられるというよ

うなことでございましたので、こういった取組の動行も参考にしながら、できることをや

っていこうということで、新たな計画を定めようとするものであります。全文につきまし

ては更にめくっていただきまして、１頁から掲げております。以上です。 

 

○山本教育長 

 ただいまの説明につきまして、委員の皆さんは、ご質問ご意見がございましたらお願い

いたします。 

 

○鱸委員 

 効率的にその業務を調整しても、なかなか一人役が休まれると、周りのスタッフの業務

がきつくなると思うんです。育休代替職員確保というのは一番埋め合わせになるかなとい

う気はするんですが、これは具体的にはどういう立場で、どういうかたちで育休代替を採

用するんですか。その期間、通常育休代替ですから、たとえば、その人が１カ月休むとい

うことになれば、そのところの代替として、リストに何人が残していくというかたちでや

っていくんだろうというイメージがあるんですが、それの代替をする人材というのは集ま

るんですか。どうですか。 

 

○片山教育総務課長 

 事務局のほうでありましたら、普通は予算等の枠を持っておりまして、短期での募集と

いうことも随時できますし、あと会計年度任用職員の試験をずっと知事部局はまとめてや

っていますので、合格者のリストがございますので、そこから採用していくことができま

す。 

 

○鱸委員 

 先生が休まれるときは。 

 

○國岡教育人材開発課長 



 教員の場合は、講師登録する制度はあります。ありますが今このご時世でして、ほぼ使

いきっている状態ですので、登録はしてあっても正直申しますと、今４月からもう全部埋

まらないかもしれないような状況ですので、年度中途の代員確保というのは非常に厳しい

状況にあります。が、常勤としてではなく、たとえば非常勤でお願いするとかのかたちで、

なんとか確保は努力していきたいとは思っています。 

 

○鱸委員 

 見通しはあるわけですか。 

 

○國岡教育人材開発課長 

 あるとはちょっと言えないですけど。 

 

○鱸委員 

 だから、これ難しいと思うんですよね。働くサイドからすると、この期間はここで働く。

だけどその次につなぐという職場ということをいろいろと考えると、なかなかその代替期

間というのが影響してくるし、そういうことをうまく調整していくというのは、看護師さ

んの育休代替というところでは非常に苦労しました。そういう点を踏まえると、先生方の

特別な職場なので、言葉じゃこう書くけど、実際に代替を供給していくのはけっこう難し

いなということで、そこは難しいけど、いろんな考え方の中で、先生方が休みを取ったと

きの対応を考えていかないと、一つだけの準備だけでは、なかなか難しいかなという感じ

はしますね。４月から始まるわけで、その辺のところをしっかり検討することは必要かな

と思います。 

 

○山本教育長 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 

○中島委員 

 すみません。私は根本的に分かってなくて、この育休の定義というのは、なにが育休に

なるんですか。 

 

○片山教育総務課長 

 育児休業というのは、有給休暇ではなくて無給になります。所得の手当は共済等の制度

で、３分の２とか半分とかですが、無給の休みで休業といっています。そのほかに、ある

のが特別休暇ということで、これは有給です。３日間とか５日間とかが有給としてござい

ます。 

 

○中島委員 

 私の体験でいうと、おそらくスポットで参観日があるとか、子どもの学校行事があると

か、幼稚園の行事があるとかという部分と、あとは日々の家事分担という部分で、どうい

うふうに時間を融通していくかみたいなことでいうと、スポットで動けたほうがいい日と



いうのも確かにあって、でも、それはスポットだから、年に数日のことで、やっぱり実行

性をあらしめる家事分担を均等にやっていくというようなことでいうと、日々の時間の使

い方ということのほうが大事なんじゃないかなと思うんですけど、これは、たとえば早く

帰るみたいなことも、この対象になるということなんですか。 

 

○片山教育総務課長 

 これはあくまでも育児休業ですので、短時間で帰るなどは厳密には入っていませんが、

委員が言われるような、そういう時間の使い方、育児短時間勤務とかありますので、そう

いった制度も取ってもらっていいと思います。これは、育児休業ということで掲げていま

すけれども、そういった多様な制度がありますよ、ぜひ使ってくださいというのも当然、

進めていくべきだろうと思っています。それ自体も男性のほうはなかなか取得がないです。 

 

○國岡教育人材開発課長 

 今、育児短時間勤務という勤務時間の最初と最後を調整して帰れたりする制度もあり得

ますけれども、そういう方については、一人いたら一人代員を貼ったりといったことも今

制度的にはできるようになっています。早く帰られたりすると担任が持てないとかいう懸

念があるので、最初はそこを非常勤で補おうとしていたんですけども、今は丸々一人付け

ることで、担任も持てるようにとかいうような配慮も制度としてやっています。 

 

○山本教育長 

 そのほか、いかがでしょうか。それでは特にご異論はないようですので、議案第１１号

は、原案のとおり決定といたします。 

 

 

 

【議案第１２号】 鳥取県教育委員会障がい者活躍推進計画について 

○山本教育長 

 続きまして、議案第１２号について、説明をしてください。 

 

○片山教育総務課長 

 本案は、教育委員会の障がい者活躍推進計画についてということでございます。これは

新たに、法律で各任命権者ごとに策定することが求められているものでありまして、教育

委員会も令和２年から５カ年の計画を作成するものでございます。国が示してきたひな形

に沿って教育委員会の場合は作っておりますので、法律の内容そのままになっています。

計画期間は５年間。何度も説明して参りましたが、昨年の６月１日時点で雇用率２．１

６％ということで法定雇用率を割っています。これは、令和６年６月１日時点では２．

５％を目指すということで目標としております。なお、現状の２．４％の法定雇用率を満

たすために、令和２年には、ワークセンターの拡充でありますとか、正職員の採用であり

ますとかといったところで、まずは今の２．４％をクリアしようということで取り組んで

いるところでございます。 



 その下のほうで、体制整備、組織面、人材面とかありますが、これは法定で決まってお

ります推進者でありますとか、相談員でありますとか、こういったものを指定していこう

ということでございますし、相談窓口等も、合わせて担当が兼ねるということで考えてい

るところでございます。 

 それから２頁のほうで、職場環境のところで、ハード面、ソフト面での環境整備、これ

をやっていくということが必要になって参りますし、その際は障がい当事者の要望を踏ま

えてやっていく。課長の負担にならない範囲で推進することにしております。それから、

募集・採用のところでは、障がい者の特別枠を、教員採用試験でも設けて積時的に行うと

か、あるいは三つのことで以下の取り扱いを行わないということで、特定の障がいを排除

し、あるいは特定の障がいに限定したというような内容では募集は国からも、だめだよと

いうことで指導は受けていますので、そのとおりに載せております。ただ、どうしても職

種によって必要な議論とかあると思います。たとえば、盲学校で点字ができる人とか、聾

学校で手話ができる人とか、そういったケースはあろうかと思いますので、そうなってく

ると事実上、障がい種や採用される方が決まっていくということはあるかもしれませんが、

基本的には３障がいの区別は行わないということで、今後の募集をかけていくことになり

ます。 

 そのほか、働き方のところでは、小休止、これはずっと３時間なら３時間、４時間なら

４時間集中してやるのはなかなか難しいけれども、１時間ずつだったら、じっくりと一つ

の作業を集中してできるといったような方もいらっしゃる、そういう障がいの特性に応じ

た働き方というのも弾力的に考えていくというようなことでございますし、あとは、本人

の能力や希望に応じたステップアップの仕組も考えていくということにしております。 

 当面、新たな制度ということで、国のひな形どおりの計画にしておりますが、冒頭の一

番上に書いてありますように、計画期間内にも、必要に応じた見直しを行うとしておりま

すので、また現場との意見交換等を通じまして、必要な見直しを行っていきたいというふ

うに考えているものでございます。以上です。 

 

○山本教育長 

 では、質問ご意見等、ございましたらお願いいたします。 

 

○鱸委員 

 こういうふうに就労機会を広げるということは、非常にありがたいことなんですけど、

一番問題はそれぞれの特性を持っている労働者に対しての業務継続というところが、非常

に問題になります。障がい者というのは、たとえば肢体障がいがあるけれども、それに必

ずある程度は情緒面とかの特性を持っている。そういうことがあるので、相談相手とか、

あるいは業務のジョブコーチみたいな、そういう相談というものを必ず必要であって、そ

のフォローアップするチームが必要になってくるケースもあるので、実際現在でも県庁の

中で、知的障がいの方もおそらく働かれていると思うんですけども、そういう準備はある

程度出来ているんでしょうか。 

 

○片山教育総務課長 



 とくに知的なワークセンターとかの場合には、必ず障がいのある方二人に、一人の支援

員を配置するようにしていますし、それから、いわゆる、なかぽつセンターにバックアッ

プをお願いしているところです。 

 

○山本教育長 

 ほかに、いかがでしょうか。 

 

○中島委員 

 常に、障がいのある方の雇用の問題って、国からの数値目標との関係の中で議論される

じゃないですか。いわゆる手帳を持っている人というのが、６．何パーセント・７パーセ

ント前後いらっしゃるという状況の中でいうと、その数値にできるだけ近づけていくとい

うのが、一つの目安にはなるのかなと思うんですね。なにが正しいということはないんだ

けれども、そうすると現状の中で現場に障がいのある人の率というのが、たとえば５とい

うのを究極的な目標としてみようといったときに、現状２．５とかいうのがアップアップ

しているということでいうと、本質的に何が問題なんですかねえ。 

 

○山本教育長 

 教育委員会の場合は、既に教員という組織が入って、事務的な仕事だとかということだ

けではなくて、教えるという仕事があって、そこには免許というのが必要となると、さっ

き言われたパーセンテージは全体の中のパーセンテージですので、教員の免許を持ってい

る人の中、障がい者手帳を持った人がどれだけいるかということを考えると、随分低い率

になります。その中でそういう人を採用していく必要は我々にということで、今大学の養

成課程で、もう少し障がいのある方も養成もしていただくような、そんな工夫もぜひお願

いしたいということで、そこが一番ネックになる。 

 

○中島委員 

 そうですよ。そこで一番最後のページの募集・採用というところでの、そもそも語りか

けられる対象者が少ないというところはありますよね。だから、ひとえに教育委員会だけ

の課題ではなくて、もう少し広範囲に問題を共有していきたいというとこもありますよね。 

 

○片山教育総務課長 

 教員のところはそういうところはあるんですけども、実は事務局だけで見ますと、もう

５パーセントはクリアしていまして。だから、それは表には出ないんですけども、事務局

の行政部門という感じで考えてもらえればそれなりの率になっていると。 

 

○中島委員 

ああそうですか。そうすると、おっしゃるとおり難しさもあるけれども、でも我々が再

三議論しているとおり、やっぱり現場に障がいのある人に入ってもらうということの教育

的な価値というのはすごく大きいじゃないかということですよねえ。そうするとやっぱり

障がいのある人に、現在の障がいのある小・中・高校生に教員資格を別に「障がいがあっ



たってなんぼでも取れるんだよ」というアピールをどうしていくかということが、かなり

重要な課題になってくるのかなと思いますよね。本県の教育の特徴として、障がいのある

人がどんどん先生になってるんだというようなことが語れるようになると、すごくいいん

じゃないかなと思うんですよね。 

 

○足羽教育次長 

 そういう意味で、これまでの採用試験にも障がい者枠というものを全体の採用数の中の

一部として入れておりましたが、なかなか現実にはなれない。だから向かわない、取らな

いというふうなことがありましたので、枠は外出しにして、障がい者の方から何名という

ふうなかたちにすれば、数はたしかに何十名とかというわけにはなりませんが、確保して

いく道があるというようなことを。とくに時間はかかりますけれど、今全体を含めた教員

への志望者をなんとか増やしたい。種まきをしている中にそうしたことも発信の一つとし

て、障がいがあっても、その道はあるよということを伝えていくということで、こうした

学ぶ学環づくりというのを進めていけたらなあというふうに思います。 

 

○鱸委員 

 ちょっと基本的なことですけど、ここでいう障がい者というのは、なんらかの手帳とか、

そういうものを持っている方ですね。だから、特別支援学級とか、そういうところで一般

の高校を卒業して教師になった方は含まれないですよね。手帳のある方の就労ですね。こ

ういうのは、特別支援学校の就労関係の情報として、特別支援学校の担当の方も、こうい

うふうに県が考えているというようなことは、特別支援教育課としては常に連携を取って

いるんですか。 

 

○山本特別支援教育課長 

 はい、そういうのがあれば、卒業生などにケアさせてもらってもらっておりますし、米

子養護学校とかにも今回またワークセンターを大きくしていただいて、たくさん雇用して

いただけるものと思っております。 

 

○山本教育長 

 ほかに、いかがですか。 

 

○若原委員 

 障がいのある方で、毎年、教員免許を取得する人がどれぐらい居るかという、そういう

データはありますか。県だけではなくて、もちろん全国の。 

 

○足羽教育次長 

 免許取得の方が何人居るかはもちろん調べられますけれど、その方が障がい者手帳をお

持ちなのかどうかまではそこでは分かりませんので。 

 

○佐伯委員 



 大学の学生さん募集するところとか、そういうところというのも、段々意識が変わって

きていて、障がいのある方の門戸を広めているという傾向はあるんですか。 

 

○足羽教育次長 

 今のところ、そこまではないので、うちのほうから島根大学さんに、そういう要請もし

ております。 

 

○山本特別支援教育課長 

 特別支援のほうも特に発達障がいのお子さんが増えていますので、そういうセンターを

つくられて、相談窓口をつくられて、いろいろな支援はされているところが増えています。 

 

○佐伯委員 

 教科によっては、美術の先生とか、音楽の先生とか、特別採用の方が沢山いらっしゃい

ますので、そういう方は自分の障がいを理解しながら、社会に出てくださって、子どもた

ちの前に立ってくだされば、子どもたちにとってもすごく励みにはなるし、そういう要素

はいいなと思うんですけども。あと、私の知っている範囲では、教職に立っておられたけ

れども、病気とかいろんなことで障がいが自分の中にできたけれども前向きに教職を続け

ていらっしゃる方がおられて、それはすごく周りの同僚とか、それから生徒にとっては、

生き方について考えるいいモデルになって、今でもその方働いていらっしゃいます。高校

生なんかでも途中で急に障がいが出たりする方もあったりするので、そういうところから

また前向きに生きる、いろんな生き方があるので、そういうことはとてもいいことだから、

キャリア教育の中でもそういうことも、やっぱり高校生なんかにも広げていけたらいいか

なあと思います。 

 

○中島委員 

 個別の事例を拾ってアピールしていくということも、うまくするということが大事かも

しれませんねえ。こういう方が、こういう場所で、こういうふうに働いてますというよう

なことをうまく出していくとか。この人おもしろいから、なんか学校現場で生かせないか

と考えてみるとか。 

 

○佐伯委員 

 芸術関係とか、堪能な方がおられて、そういう肢体不自由の方が学校に入ってくださっ

たりすると、いいかなあと個人的には思ったりするんですけどね。 

 

○中島委員 

 たとえば、ご存じの伊谷君とか、ああいう人とかが学校で、自分は０から音楽を勉強し

たんだけど、こんなふうに作曲できますよとかという話をちょっとでもしてくれたりする

と、「へえ」ということになるかもしれないし。 

 

○山本教育長 



 コメントはありますか。 

 

○足羽教育次長 

 個別事例、個人情報というか、プライベートな部分もありますけれども、でも前向きに

活躍されている方はあるということ、先程申しあげた教員を志望していく道筋というふう

な部分においても、共生社会、共存共生というような視点で頑張っていらっしゃる方があ

る。これは障がいのある方にとってはもちろんですけど、そうじゃない生徒たちにとって

も、非常に効果・影響が大きいと思いますので、なんとかそうした道筋が付けられるよう

に発信の仕方を考えていきたいと。 

 

○中島委員 

 いろいろ柔軟に挑戦を。 

 

○若原委員 

 養護学校、盲・聾学校で、教員志望者を増やすような、教員になりたい人をもっと増や

す働きかけをするというのも必要かなあと。 

 

○山本教育長 

 そのほか、いかがですか。取組を計画に書いてあるものを、より実行性あるものに詰め

て取り組んでいくということで、議案第１２号につきましては、原案のとおり決定といた

したいと思います。 

 

 

 

【議案第１３号】 鳥取県公立学校の教員としての資質の向上に関する指標について 

○山本教育長 

 続きまして、議案第１３号につきまして、説明してください。 

 

○國岡教育人材開発課長 

 教育人材開発課です。鳥取県公立学校の教員としての資質の向上に関する指標について、

別紙のとおり議決を求めます。この資料の後の１枚ものを見ていただきますと、平成２８

年に教育公務員特例法が改正されまして、校長及び教員としての資質に関する指標という

ものを定めなくてはいけなくなりました。中央の枠の中に県立学校の常勤職員ということ

で、校長以下の職名が書いてありますけれども、この表でいきますと、赤い枠が囲ってあ

るところ、栄養教諭がありますけれども、栄養教諭以上の部分がこの表に基づいた指標と

いうことで策定しなくてはいけない部分となります。平成２９年度に校長と副校長・教

頭・教諭については作成をいたしました。平成３０年度に養護教諭は作成をいたしまして、

あと義務として残っているのが栄養教諭以上の指標となります。ただ、栄養教諭と学校栄

養職員というのは、職務というのは非常に似ておりまして、栄養職員が昇任して栄養教諭

になるケースが本県ではほとんどですので、この度、栄養教諭と学校栄養職員の指標を作



成いたしたところです。同じ赤の枠で事務長・事務次長・事務主事がありますけれども、

今年度これも作成する予定でしたが、ワーキンググループ等の中でも検討したところ、ち

ょっと内容がまだ整理されていないということで、ここについては次年度持ち越しにした

いと思います。 

 では、議案のほうに戻りまして、Ａ３の大きなカラーのものをご覧いただきますと、ま

ず上のステージですけども、これは教員と同じでキャリアスタート期から始まりまして、

育成期、向上期、充実期ということで三つのステージとその前のキャリアスタート期とい

うことで分けております。縦のほうの項目ですけども、ピンクと青と緑とありますけれど

も、これは教員と同じような項目にしております。教員の場合でいきますと、食に関する

指導が教科指導、真ん中の青い部分が教員でしたら生徒指導、一番下の緑についてはこれ

は同じで、学校運営、教職員連携ということで、ほぼ教員と同じようなフレームにしてお

ります。これは昨年度検討して、けっきょく１年持ち越しになった分なんですけども、昨

年度課題になったのは、栄養教諭と学校栄養職員の職の違いが分かりにくいということが

課題でした。一番上の食に関する事項のところを見ていただきますと、栄養教諭と学校栄

養職員を分けてあります。今回去年と比較して修正しましたのは、たとえば、１年から５

年目の育成期の中の栄養教諭の欄でいいますと、一番最後の「給食の時間及び教科等にお

ける食に関する指導に取り組んでいる」というのが栄養教諭としての職務になっておりま

す。同じ縦の欄で学校栄養職員の欄を見ていただきますと、「給食の時間及び教科等にお

ける食に関する指導に努めている」ということで、その違いは、栄養教諭というのは指導

に取り組んでいる。学校営養職員というのは、食に関する指導に努めているということで、

やらなければいけないことと、努めているということで、表現を分けております。同じよ

うなトーンで、ほかの列についても仕分けをしているところです。また、評価育成制度を

１年前に改正しまして、その中で職務についても、それぞれの職務を規定していますので、

それが１年間経ってある程度学校のほうにも理解されたかなあというところで、このよう

な表現で栄養教諭と学校栄養職員の職務の違いというのは、学校にも分かるのではないか

ということで改正をいたしました。 

 そのほか、幾つかあったんですけど、たとえば校内で、スクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカーとの連携まで図れるかという表現が当然入っていたので、そういう

ところにも疑義が生じたんですけども、ここがそこまで必要ないのかなということで、ス

クールカウンセラーであるとか、スクールソーシャルワーカーとの連携というのは外し対

応しております。そういったところを修正はしておりますが、今回栄養教諭と学校栄養職

員についての指標をこのようなかたちで提案をしたいと思います。以上でございます。 

 

○山本教育長 

 では、ご質問ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

 

○國岡教育人材開発課長 

 赤文字は専門性に関わる部分です。教員の部分は元々つくっておりまして、それを専門

性の部分は赤で置き換えております。 

 



○佐伯委員 

 栄養教諭と栄養職員の違いがあるというのは、この食に関する指導の部分だけで、あと

は同じなんですね。 

 

○國岡教育人材開発課長 

 同じです。指導をするということでの違いです。 

 

○足羽教育次長 

 学校栄養職員と栄養教諭は、栄養職員から栄養教諭にというかたちになっていますので、

業務がどこでどう違うのやら、どこまでするべきなのかというところの線引きが難しい部

分。でも、職務としては、先程國岡課長が説明しましたが、栄養教諭は職に関する指導は

義務である。栄養職員のほうはいわば努力義務で、指導しないわけでもない。けれど、し

なければならないというわけでもない。そういう立場で関わっていただいているというの

が現実なので、その辺が明確な線引きというわけにはなりませんが、そういう表現で、そ

れからそういう方向性で整理をしたところです。 

 

○山本教育長 

そのほか、いかがでしょうか。何度かご議論いただき、協議会でも質問いただいて。 

 

○足羽次長 

 それこそ、栄養教諭、栄養職員の方にも随分もんでいただいて、こういう具合の整理な

らばということで了解いただいております。事務局内の一方的な思い込みだけではなく現

場の声を１年かけてしっかり拾って、それを協議会で、それぞれのお立場からも見ていた

だいて、丁度今回議案として提出させていただきました。 

 

○中島委員 

 栄養教諭の役割というのは、法律かなにかで規定されているんですか。 

 

○國岡教育人材開発課長 

 規定はされておりますが、そこを読んでも栄養職員とのは明確ではないんです。食に関

する指導というのは、今までも学校栄養職員というのはやってきていまして、むしろ、や

り過ぎていたのかなあと。栄養教諭という制度ができたのは平成２０年辺りでして、それ

までもずっと学校栄養職員は食に関する指導をやってきていたんです。新たに食に関する

指導を充実させなければならないということで、栄養教諭という制度ができたんですけど

も、実はそれまでにも学校栄養職員はやってきていたという経緯があるので、その線引き

がなかなかやりにくいというのが現実です。 

 

○中島委員 

 今これに加えたほうがいいとかという話じゃないんですけど、別のことでいうと、たと

えば、文化としての食育という部分があるじゃないですか。いわゆる「和食」みたいなこ



ととか、そういうこととかって、もちろん今までは各家庭でということだったんですけど、

それがなかなか必ずしも継承されないみたいなこととかも、全体の状況としてはある中で、

それを学校教育でカバーするのかどうかという議論はあると思うんですけど、そういうこ

とまでカバーするというのは考えたほうがいいんですかねえ。 

 

○足羽教育次長 

 給食管理のところですね。青の欄の一番右側のところに、食生活や食文化継承に関する

啓発を行っている。栄養部分だけではない、そうした食文化というようなことも当然職務

の一つである。 

 

○佐伯委員 

 私の知っている栄養教諭とか栄養職員さんって、今の給食は単独校は少なくて、センタ

ー方式みたいになってきて、複数校カバーして、その方が回って見られていて、ある一定

の地域みたいなところの食生活に関する部分の保護者対応やら、児童生徒さんの食に関す

る指導をされるんですよ。これを見ると割と、学校長とかもあり、もちろんその方の所属

する学校というのはもちろん決まっていますので、その学校への関わりというのはあるし、

評価育成の観点からいけば、校長先生とか評価されていくとは思うんです。でも活躍する

部分からいったら、けっこう広い範囲のところにまたがって活動していらっしゃるんじゃ

ないかなという認識は持っていたんですが、東部のほうはそうではないんですか。 

 

○國岡教育人材開発課長 

 おっしゃるとおりで、なかなか実際の勤務は学校ではない方がほとんどなので、学校と

の連携が十分図られてないとか、校長として監督がなかなかやりにくいという現状は課題

としてあります。 

 

○佐伯委員 

 実質勤務しておられる、籍がある学校長やその学校へのいろんな関わりというのはけっ

こう密かもしれないけれども、それはほんとのところはそこだけではなくて、やっぱりカ

バーしている全域というか、町とか市の単位にまたがって、それぞれの栄養教諭や学校栄

養職員さんが力を発揮していただくというのが、ほんとのあるべき姿なんだろうなと思っ

ているんですけどね。 

 

○足羽教育次長 

 全校にどちらかを配置できればいいんですけれども、１９市町村にそれぞれ一人ずつと

いうふうにしてきましたので、栄養教諭を鳥取・米子の大規模校に配置増ということで、

今動いていきますし、なるべく１校だけの指導です、にならないようなやっぱり他の学校

への異動ということもしていただける。その関わりというのは持っていただけるようなか

たちは、なんか作りたいなと思います。 

 

○佐伯委員 



 食に関するところは、すごく問題が大きくなってきているというか、子どもたちの食の

様子を見ていると、いろんな家庭の背景があるので、家庭にお願いしないといけないこと

はお願いしなければいけないけれど、なかなかそこで出来ない部分もあるので、給食とか

給食じゃない学活なんかの時間もとおして、自分の食について自分で考えたりとか、中学

生・高校生になったとき、自分で食を選択して、健康を考えながら大切な自分の体をつく

っていくための食事というのは考えられるようにしていくというのは、とても大事なこと

なんだろうなと思いますねえ。その基礎をつくっていただく部分がとても大きいので、こ

れはとてもいいものが出来たなと思うんですけど。栄養教諭の方、栄養職員の方が、これ

を参考にしながら自分たちがどういうふうにして関わっていったらいいのかということを、

はっきり分かるんじゃないかなと思うんですけどね。 

 

○足羽教育次長 

 教員のほうもそうですけど、紙ベースで置いてあるだけではいけませんので、自分が今

どういう段階なんだろう。どのように次はレベルアップするかということで活かされてこ

そ、このシートの意味が生きてくると思いますので、センターでの研修や現場などで、な

るべくこうした意識が高まるように努めて参ります。 

 

○山本教育長 

 ほかに、いかがですか。よろしいですか。それでは、議案第１３号につきましては、原

案のとおり決定いたしたいと思います。 

 

 

 

【議案第１４号】 現業職員の給与に関する規則の一部改正について 

○山本教育長 

 議案の最後になります。議案第１４号について説明してください。 

 

○國岡教育人材開発課長 

 教育人材開発課です。現業職員の給与に関する規則の一部改正について別紙のとおり議

決を求めたいと思います。現業職員ですけども、労基法の適用になるため、一般職員の私

たちは給与条例の適用になるんですけど、別に労働協約を結ぶなり、それに基づく現業職

員の給与に関する規則というのを定めなければいけません。この度ある学校の人事の話に

はなるんですけども、自動車整備士の方が退職されますが、引き続きその学校で自動車整

備士として任用していく必要があると考えております。ただ、自動車整備士として任用す

るために再任用になるに当たって、通常再任用の場合は、２級に落とすんですけども、こ

の度引き続き同じ業務をしていただきたいということで、引き続き３級に任用したいと考

えております。ただ、給与に関する規則を見ますと、一番最後のページなんですけども、

３級の再任用職員の欄が空欄となっております。改正前のところに給与が規定されており

ませんでしたので、この度３級に任用したいということで、この３級に額を入れるもので

す。そうした趣旨の一部改正となります。この額については、既に労働協約のほうで規定



されておりまして、それがここに反映されていなかったということです。以上です。 

 

○山本教育長 

 よろしゅうございますか。それでは、議案第１４号につきましては、原案のとおり決定

といたします。 

 

 

 

（２）報告事項 

○山本教育長 

続いて報告事項に移ります。始めに事務局から順次説明し、その後、各委員からの質疑

をお願いしたいと思いますので、まず、報告事項エからソについて、説明してください。

なお、説明の際は、最初に所属名・職氏名を発言の上、お願いします。 

 

 

【報告事項エ】 令和２年度「アクションプラン」について 

○小谷教育総務課参事 

 報告事項エ、令和２年度「アクションプラン」について、ご報告します。鳥取県教育振

興基本計画別冊３頁をご覧ください。１の（１）社会全体で取り組む教育の推進の重点施

策、地域の教育力の向上というところの、①ＳＤＧｓの理念である「持続可能な社会」の

実現に向けて、主なものを説明させていただきます。１の①のところと、あとはめくって

いただきまして、７頁、２の（５）ふるさと鳥取から学ぶ教育の充実の重点施策の１番、

小学校から高等学校を通じたふるさとキャリア教育の学びを蓄積する「キャリア・パスポ

ート」を有効活用するとともに、教員へのふるさとキャリア教育の研修を実施するなど、

系統的なふるさとキャリア教育に取り組む。と記載しています。 

 続きまして９ページですが２の（７）確かな学力・学びに向かう力の育成の重点施策①

番のところの二つ目の○にＳＤＧｓの理念である「持続可能な社会」の実現に向けた人材

育成を目指しという文言を付けております。また②番の基礎学力の確実な定着、質の高い

理解と生きて働く知識・技能の習得の項目の一つ目の○の全国学力・学習状況調査で明ら

かとなった課題解決に向けて「鳥取県学力向上推進プラン」を策定し、戦略的、短期・中

長期的な視点から学校への訪問指導や授業改善に取り組むなど、学校でのＰＤＣＡサイク

ルの確立を目指し、子どもたち一人一人の関心意欲の向上・確かな学力の定着を図る。と

いうことを記載しております。 

 続きまして１３頁になりますが、２の（９）社会の変革期に対応できる教育の推進の重

点施策、技術革新・高度情報化に対応した人材の育成、ＩＣＴ活用教育の推進のところの、

一つめの○ＡＩ等の発達した高度情報化社会を見据えた情報活用能力の育成を目指し、Ｉ

ＣＴ活用教育の推進に取り組むとともに、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０時代を担う子どもたちの

ために、国の「ＧＩＧＡスクール構想」の実現に向けて義務教育段階を含めた公立学校へ

の機器の導入や、ＩＣＴを有効に活用する教職員の育成などにより分かりやすく理解の深

まる授業の実現を目指す。ということを記載しております。 



 続きまして１５頁、３の（１０）魅力ある学校づくり、特色ある学校運営の推進の重点

施策、①県立高校の魅力化特色化のところの２個目の○の２行目に、国際バカロレア教育

の導入検討など全国からも注目されるような県立高等学校の魅力化や特色づくりに取り組

む。というふうに記載しております。 

 続きまして１７頁は、「次代の学校教育を担う使命感・実践力を備えた教職員の確保・

育成」のところの④働き方改革のところでは、教職員の働き方改革に関する「県立学校教

育職員の勤務時間の上限に関する方針の遵守に向けた取組を推進するとともに、教職員の

多忙解消と負担軽減に向けた取組を推進する、と記載しております。 

 続きまして１９頁、いじめ、不登校等に対する対応強化の重点施策、①のいじめ問題等

への取組の三つ目の○、児童虐待については、令和元年度に策定した虐待対応マニュアル

を活用し、学校における対応力の強化を図ることとしました。 

 続きまして２０頁の多様なニーズに応える学びのセーフティネットの構築の重点施策②

不登校、高校中退、義務教育未修了者等への多様な学びの場の提供のところの一つ目の○、

「誰一人取り残さない社会の実現」を目指し、としておりますし、二つ目の○のところに

は、中学校卒業時や高等学校等中退時に進路が決まっていない者について、保護者同意の

もと、市町村と情報共有化を図り、学校教育からの切れ目のない支援が行き届く体制を構

築する。ということを確認しております。主なものについては以上でございます。 

 

 

 

【報告事項オ】 懲戒処分等の指針の一部改正について 

○片山教育総務課長 

 報告事項オ、懲戒処分等の指針の一部改正についてです。教育総務課の片山です。これ

につきましては、児童生徒への猥褻な行為を行ったものについては免職とするということ

で、停職あるいは減給等の選択肢を無くすという改正内容が主なものでございます。裏面

を見ていただきますと、本県の懲戒処分指針は、一般服務、職務遂行、公務外と概ねこう

いう一つに分けたところで猥褻行為が記載されておりまして、まず一般服務が一番最初に

出て参りますので、そこのところで猥褻行為の具体的な内容を規定するということ。それ

から、３番で職務遂行関係、ここでアのところです。児童生徒に対し猥褻な行為を行った

教職員は免職とする。右側の改正前を見ていただきますと、これまではセクハラと猥褻と

を一本にして免職から戒告まであったんですが、ここはもう猥褻行為とセクハラを分けま

して、猥褻行為については免職とすることに。これについては、文部科学省のほうからも、

児童生徒に対する猥褻行為については免職一本でいけという指導が全国的にもなされてい

るところでございます。そして、４番目の公務外については猥褻な行為等ということで加

えておりまして、右側のほうで、猥褻な行為の内容を書いておったのを一番上に定めまし

たので、ここは削って簡単にした内容でございます。以上です。 

 

 

 

【報告事項カ】 令和３年度鳥取県公立学校教員採用候補者選考試験実施要項の骨子につ



いて 

○國岡教育人材開発課長 

 報告事項カ、鳥取県公立学校教員採用候補者選考試験の骨子について報告いたします。

めくっていただきまして、現段階での教員採用試験における大きな課題点として、特別支

援学校における新たな受験者、つまり新卒です。大学新卒の受験者が少ないという課題が

大きくあります。それを受けまして、一番の主な変更点は、第一次選考試験において、特

別支援学校教諭を小学校教諭と同様に関西会場でも試験を実施したいと考えております。

また、特別支援学校も併願対象として大きく、ちょっとあとで説明しますが、加えたいと

考えております。続いて次の○ですが、英語についても加点制度を拡充したいと考えてお

ります。そして、次の特別選考については、障がいのある方についての選考の拡充をした

いというふうに考えております。というのが概要でございます。 

 ２番の日程ですが、４月２８から５月２０日までとなります。試験日については（２）

にあるとおりでございます。３番の受験資格ですが、これは昨年度からになりますが、年

齢制限というのは設けておりません。４番の内容につきましては、大きな変更点はござい

ません。 

 めくっていただきまして、（２）ですが、たとえば最初の行ですが、小学校教諭につき

ましては、小学校教諭をメインで志願する方の中学校教諭であるとか、特別支援学校教諭

の併願も可能とするとしています。縦で見ていただきますと、特別支援学校教諭のところ

は全部新設が入っていますが、たとえば高校をメインで志願して、特別支援学校を併願で

きるということになります。特別支援学校教諭については、すべての校種を併願できるこ

ととなります。 

（３）の加点対象の拡大ですが、まず最初が、小学校と特別支援学校教諭については、新

設の部分が新しく加えたところですが、今までは準一級と二級程度だけに加点をしており

ましたが、更に上の一級についても新たに枠として、２５点加点枠を設けました。また、

準二級につきましては、これは高校程度でも取れる資格でもあるんですけども、英語につ

いては重視していることをアピールする観点もありまして、新たに５点加点枠を新設いた

します。あと、中学校と高校につきましても、一級については、２５点枠を新設いたしま

す。②の複数免許状所有者への加点についても、特別支援学校教諭というのは、基礎免と

してなにか一つ、たとえば小学校の免許が必要ですが、加えて他の免許を持っておれば、

二つ所有ということで、これについても加点をしたいと考えております。 

 ５番の特別選考ですが、これは障がい者の関係で、（１）の障がい者を対象とした選考、

従来は身体に障がいのある者を対象とした選考でしたが、それに精神障がい、そして知的

障がいというものも加えることとしております。知的障がいと精神障がいをどう判断する

のかというのは難しいところではあるんですが、ただ、免許状取得というのが大前提です

ので、出願するためには、その免許状を取得しているということで、一定レベルというの

は担保できているだろうということを前提として、対応として加えております。 

 （６）ですが、社会人の実務経験者を対象とした採用ですが、現在の制度では、リーマ

ンショック以降の者を、ほぼ対象にした制度だったんですけども、これを平成１８年度以

降ということにしまして、これでしたら氷河期世代と呼ばれる時期の採用者についても加

えることができるというふうに考えております。氷河期世代についても、社会人経験者を



対象とした選考枠に加えて、幅広く社会人経験者も取りたいというふうに考えております。

この骨子につきましては、既にホームページのほうに１３日に発表しているところでござ

います。 

 

 

 

【報告事項キ】 鳥取県教育委員会学校業務カイゼンプランの取組に係る成果と課題等に

ついて 

○國岡教育人材開発課長 

 続きまして、報告事項キ、鳥取県教育委員会学校改善プランの成果と課題について、報

告をいたします。１頁をご覧いただきますと、目標ですが、月一人あたりの時間外業務時

間、２９年度比で、３年間で２５％削減を目標としておりました。段階的に３０年度は１

０％、令和元年度は１５％、令和２年度は２５％で達成という目標を立てておりました。

ただ、小中学校におきましては、ちょっと入力方法が平成３０年度から変わったせいで目

標設定を若干変えております。今年度につきましては昨年度と比較して５．６％減という

ことで、目標を修正しております。結果ですけども３頁をご覧ください。一番上の表が市

町村立学校の今年度の結果となります。真ん中辺りにＲ１目標ということで、小学校は昨

年度の基準値に比べて５．６％減を目標としておりましたが、Ｒ１の実績ということで、

小学校は昨年度が３５．９時間でしたのが３７．２時間ということで、３．７％の増とな

っております。同じように見ていただくと、中学校は４６．１時間だったのが、４５．２

時間ということで、１．８％の減となっております。 

 次の表が県立学校ですが、県立学校につきましては、これは入力方法は変わっていませ

んので、２９年度をベースにして何パーセント減ったかというふうに見ていただいたらい

いんですが、高等学校は基準値のところで、平成２９年度の実績が２９時間でした。基準

は２９時間に対して、今年度１２月末で同時期に比較したとき２３．８時間なので、１８．

１％の減となっています。特別支援学校については、１２．４％の減ということで、今年

度の目標は１５％減でしたので、高等学校についてはそれを上回る成果で、特別支援学校

については若干下回っていますが、ほぼ達成したと考えております。 

市町村立学校の数字は９月に調査した１カ月のものです。県立学校については現段階で

は４月から１２月までの数字をベースにしております。 

 １頁のほうに戻りまして、市町村立学校のほうで、なぜあまり結果が出なかったかとい

うことですが、今までそもそも勤怠管理システムの時間外入力自体があまり出来てなかっ

たという背景があります。それをこうやって指導してきた中で、入力が訂正されたことに

より、増えたということも推測はされます。ただ、部活動等では、中学校においては一定

の成果はあったというふうに認識をしております。県立学校におきましては、数字は出た

んですけども、一番下のほうに書いてありますが、部活動の指導業務の減というのが要因

です。 

 業務改善というのは、県立学校では平成２６年度から取組んでおりまして、５年６年経

って、漸く具体的な成果が、教員の意識が変わってきて、具体的な成果が出てきたのでは

ないかというふうに考えております。 



 次のページ２頁にいきまして、イの月８０時間超過者の状況です。８０時間超えは、小

学校で見ますと令和元年度は６４人ということで、２．９％おります。中学校では１１．

５％、高校では、２．９％ということで、目標としていた８０時間以上の解消というのは

まだ実現はできておりません。減ってきてはいるというのは実態です。ただ、国の上限規

制を受けて、８０というのが目標ではなくて、最大でも月は４５時間までが最高なので、

今度は４５時間以はなしということを目標に掲げないといけません。 

 ４頁に飛びます。業務内容別に、時間外がどの業務に多かったかということの分析とな

ります。小学校においては分掌業務、そして担任業務、特に担任業務が約半分を占めると

いうことで、非常に割合としては高くなっています。中学校においては、分掌業務と部活

動、高校においては、部活動が半分以上ということで、時間外の多くを占めております。

特別支援学校については、分掌と担任となっております。 

 ５頁ですが、今後の対応等ですが、大きく分けてある項目は、これは業務改善に沿った

項目となっております。意識改革の分においては、今後は先程申しました８０時間以上の

解消であるとか、そもそもまず時間外を把握しなければならない。きちっと入力をさせて

それを把握するということも一つの大きな課題となっております。次の項目の業務削減に

ついてですが、時間外の電話対応を行わないとか、留守番電話の対応であるとか、そうい

ったことも取り組んで、全市町村も含めて取り組んでいきたいというふうに、市町村には

投げかけております。システムの活用については、これを積極的に更に使っていきたいと

考えております。次の部活動については、これは上限規制を達成するためには、計画的に

休みを取ったりということは実施していきたいと思っております。次の外部人材につきま

しては、大きく教員業務アシスタントと部活動指導員がありますが、教員業務アシスタン

トは週２０時間の非常勤職員ですけども、来年度は配置校拡大の予算がつきますので、小

中学校が４０校、高校６校ということで、拡大をして効果的に活用していきたいと考えて

おります。部活動指導員についても、中学校は５５名、高校１２名ということで配置を拡

大しているところですので、これも効果的な活用をしたいと考えております。 

 ７頁にいきまして、来年度に向けた見直しですが、改善プランの改訂についてです。改

訂後のところになりますが、時間外業務は、まず前提として月４５時間が最大限で、年間

３６０時間を超えるのを解消しなくてはいけない。それを達成している場合は、月当たり

時間外業務を２９年度に比べて２５％削減をしようということを目標にして国の指針を踏

まえて変えたいと考えております。重点的な取組としては業務の見直し、削減、そして部

活動の活動時間等の遵守の徹底ということを引き続き大目標として掲げていきたいと思っ

ております。 

 ８頁にいきまして、加えて、（２）の対外業務停止日・勤務時間外における勤務対応に

ついてですが、対外業務停止日（学校閉庁日）については、市町村では全市町村で、県立

学校もほぼ全校で取り組んでいただいているところですが、一部まだできていないところ

がありまして、これは全部で取り組んでいきたいというふうに考えております。あと、電

話対応についても若干予算を伴うものではありますが、たとえば６時以降は留守番電話に

切り替えるといったような取組も出来るだけ広い範囲で取り組んでいきたいと考えており

ます。 

 （３）の保護者・地域に対する広報についてで、この取組を進めていくためには、保護



者の理解というのは本当に大切ですので、県教育委員会は主体となって積極的な取組をし

ていきたいと思います。 

 これらを受けまして、本年度の業務改善プランを年度内に学校に通知をしたいと考えて

おります。以上でございます。 

 

 

 

【報告事項ク】 令和２年度教職員研修計画及び平成３１（令和元）年度教職員研修実施

状況について 

○小林参事監兼教育センター所長 

 続きまして、報告事項クでございます。教育センターです。令和２年度教職員研修計画

及び、本年度の教職員研修実施状況について、報告したいと思います。それでは１頁をご

覧ください。この方向性等につきましては、２月の委員協議会で委員の皆様にもご意見を

いただいておりますけれども、全体的な枠組の大きな変更はございません。この中で、中

程の教員研修の中で鳥取メンター方式を加えておりますし、それから一番下のその他の中

にＩＣＴ活用指導力向上研修を前面に出すような格好で加えております。 

 ２頁をご覧ください。これが令和２年度の研修講座の全体的なメニューでございます。

特に変更しているところは、専門研修の部分でございまして、ここのところのメニューを

ちょっと少なくしております。今年度は全体で５７講座があったんですが、令和２年度は

４７講座ということで、１０講座を少なくしております。その心の部分は、やはり日々の

学校におけるＯＪＴといいますか、人材育成、そちらのほうにウエイトをおいていきたい

という思いがございまして、従って集合研修の部分を若干少なくしているということでご

ざいます。 

 次のページをお願いします。３頁、４頁辺りでございますが、これも委員の皆様には既

にご説明しておりますけれども、初任者研修の中で鳥取メンター方式を入れるということ

で、新たにモデル的に取組みたいと思っておりますが、この取組をとおしまして、実際に

これを行われる各学校が、その学校の活生化に結びつけばなあというふうに思っていると

ころでございまして、いろんな課題が出てくるのかなあとは思っておりますが、今後の全

県展開に向けて、令和２年度課題整理していきたいというふうに思っているところでござ

います。 

 ページをちょっと飛びますが７頁をお願いします。教育の情報化に係る研修の部分でご

ざいますが、先程もありましたが、国のほうからＧＩＧＡスクール構想というものも示さ

れる中で、本県における教員のＩＣＴ活用指導力、それから児童生徒のＩＣＴ活用を指導

する能力、その辺りをしっかり高めてゆきたいというふうに思っております。そういった

中で真ん中に書いておりますように、情報化推進リーダーの研修を悉皆で行うようにした

い。あるいは下のほうのＩＣＴ活用の指導力向上研修、これを新規に取り組んだりという

ようなことをしながら、教員の個々の指導力を高めていきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 ここまでが令和２年度の方向性でございますが、実はいま新型コロナウイルスの対応の

関係がありまして、例年ですとシリーズものの研修を４月のうちにオープンするんですが、



今の状況はとてもそういう状況じゃないんじゃないかと思っておりまして、そういったオ

ープンの部分をちょっとずれ込ませるというようなことも念頭に検討しているところでご

ざいます。 

 ８頁、９頁ですが、これは本年度の研修講座のまとめの部分でございます。研修はやは

り、個々の教職員にとっての節目だと思っていますし、あるいはその後のステップアップ

の機会だと思っております。そういった意味で、刺激がある場でないといけないなと思っ

ておりますし、情報交換の場でないといけないなあというふうに思っております。こうい

ったことを踏まえて、１年間取り組んで参りました。そのことが本県教育の充実と推進に

寄与している部分だなというふうに改めて思っております。 

 ９頁に、本年度の振り返りのアンケートの結果を載せておりますが、４番のどれぐらい

の効率が上がるものだったのかという数値を我々は見ておりますけれども、この数値が高

いから良かったとか、低いから悪いとかという捉えではなくて、これがどれぐらい現場に

還元されているのかという部分もしっかり見ていきたいというふうに思っております。一

番下に延べ人数の数があります。9510 人ということです。こういったことでそれぞれ種蒔

きしているなというふうに思っておりますし、今後もしっかり頑張っていきたいと思って

います。以上です。 

 

 

 

【報告事項ケ】 県立学校への学校運営協議会の設置について 

○酒井高等学校課長 

 報告事項ケです。高等学校課酒井です。よろしくお願いします。県立学校への学校運営

協議会の設置です。学校運営協議会のコミュニティースクールですが、現在特別支援学校

３校、県立高校１校ですが、令和２年度には、そこに記したとおり、特別支援学校に更に

３校、県立高校には７校設置することになっております。以上でございます。 

 

 

 

【報告事項コ】 「生徒指導等に関するガイドライン（改訂版）」の一部改訂について 

○酒井高等学校課長 

 報告事項コです。生徒指導に関するガイドラインを一部改正させていただきます。主な

変更点ということで、（１）から（６）まで書いておりますが、そのあとにガイドライン

の本文がございます。１頁を開いてください。改訂版の「はじめに」というところも大幅

に変えておりまして、特に最後の段落ですけど、生徒指導の根本が、指導ではなくて、生

徒理解にあるということを、まず教職員が再認識して、校則の見直しを図ったり、その校

則をきちんと生徒や保護者に伝える。こういう努力をしてほしいということを書いており

ます。４頁をお開きください。懲戒の種類ということで、懲戒処分、教育的指導と挙げて

おりますが、実はここを簡単に以前は書いておりました。ここを丁寧に書かせていただい

て、特に教育的指導の最後、「この教育的指導は、教育を受ける地位や権利に変動をもた

らすものであり、保護者の理解や協力を得ることが必要である。」要は法的拘束力を持ち



ませんので、教育的指導、いわゆる謹慎です。保護者の協力をきちんと得る必要があると

いうところをあえてここに書かせていただきました。それと前回は訓告というのを、あえ

てなかなか例はございませんので書いてなかったんですけど訓告も加えました。 

 １２頁以降に、様々な通知を載せているんですが、特にこの度、文科省から出た通知で

増えたものが、いじめに関するものと、児童虐待に関するもの、この通知がここ３年増え

ておりますので、そういうのを掲載したというところでございます。 

 ６月に、また、生徒指導の研修会を開きますので、そのときにも周知を図っていきたい

と考えております。以上でございます。 

 

 

 

【報告事項サ】 鳥取県立高等学校入学者選抜制度の改善について 

○酒井高等学校課長 

 報告事項サです。高校入試の改善について、改善の方向性について説明させていただき

たいと思います。現行の推薦入試は廃止して、今行っている推薦入試と同時期に新しい入

試を実施したい。詳細については、令和３年度秋頃には詳細を公表するという日程で行い

たいということです。理由は、各高校が生徒の受け入れ方針をきちんと定めて特色化を一

層進めたいというものです。中学生がその目標に向かって努力したことをきちんと活用し

て評価できる入試制度、こういうものを作っていきたい。もう一つは４技能型の英語力、

これを見たいというところでございます。以上でございます。 

 

 

 

 

【報告事項シ】 令和元年度インターネットの利用に関するアンケート結果について 

○島田社会教育課長 

 続きまして報告事項シでございます。社会教育課島田です。令和元年度インターネット

の利用に関するアンケート結果について、報告させていただきます。これまで委員協議会

で見ていただいた分と大きく変わるところはございませんが、昨日、常任委員会におきま

して、初めて報告というかたちになったものでございます。ごく簡単に概要だけ、この１

枚もので説明させていただきます。電子メディア機器の所持状況であるとか、インターネ

ット利用、電子メディア機器の利用状況に関しては全国平均に比べると、さほど問題はな

いということですけども、前回調査と比べると、やはり利用が進んできているというよう

な状況が見られたところでございます。インターネットの利用時間などについても全国平

均以下ではありますけれども伸びているという状況でございました。で、依存傾向ですけ

ども、依存傾向が疑える傾向についても、全国平均よりはかなり低いけれども、一定程度

存在していることが分かったところです。インターネット利用のトラブルについても、

「特になし」が大半で、前回よりも「特になし」が増加しているということでありました

けれども、一定割合の問題はあるということ。また、トラブルがあった際に「何もしなか

った」と回答した生徒が一定数いたということも課題だろうと思います。 



 家庭のルールにつきましても、これも全国よりはルールをつくっているとする割合が高

いですし、小学校・中学校では前回よりもつくっている割合が増加していますけれども、

高校生については下がっていたということでございました。危険性などについての学習状

況につきまして、保護者が学習しているというのは、全国平均よりも高いですし、前回の

調査に比べても保護者の学習状況はよくなっているという状況でございました。乳幼児保

護者に対しては、小・中・高よりは低いという傾向があったものでございます。また、児

童生徒につきまして学校の授業でしっかり学んでいるという状況が分かったところでござ

います。未就学児についてですけども、これも全国平均よりは利用割合が低いということ

でございました。ですけれども、スマホもタブレット・ゲーム機の利用というものは前回

調査よりも伸びているという状況が分かったところでございます。 

 今後の対応といたしまして、しっかりと関係機関と連携しながら、そこに掲げているよ

うな対策というのを進めて参りたいと考えているところでございます。概要版を付けてお

りますし、本体につきましても付けさせていただいているところです。市町村教育委員会

と各学校、幼稚園、保育園その他関係者にも順次発送しているところでございますので、

またご活用いただきたいと考えているところでございます。以上でございます。 

 

 

 

 

【報告事項ス】 「豊かな人権文化を築く学校づくり事業」の成果と今後の取組について 

○影山人権教育課長 

 人権教育課です。報告事項ス「豊かな人権文化を築く学校づくり事業」の成果と今後の

取組について、報告させていただきます。この事業は、学校と家庭・地域が連携して、二

つの事業に取り組んでおります。一番目の事業につきましては、事業実施校における取組

と書いておりますが、３校の事業実施校において、学校での人権学習と保護者の人権研修

を共通のテーマで連携して取り組んでおります。鳥取市立千代南中学校では、良好なコミ

ュニケーションについて学ぶことをとおして、一人一人を認め互いに尊重される集団づく

りに取り組んでおります。北栄町立大栄中学校では、性の多様性について考えることをと

おして、お互いの立場や気持ちを大切にする資質能力の育成に取り組んでおります。また、

当事者の方の講演会も行い、より理解を深める活動も行っております。裏面の境港市立境

小学校では、インターネットに関わる課題について話合い、時代に合った資質能力を育て、

より良い人間関係づくりについて学んでおります。いずれの学校においても、グループワ

ークなど参加型学習を取り入れて、自ら考え話合う活動で理解を深めるとともに、児童生

徒と保護者が同じテーマで学ぶことで、家庭でも話合いが生まれることを期待しておりま

す。この事業の概要と、学校の授業の指導案、保護者の人権研修プログラムは、ホームペ

ージで公開し、他の学校でも参考にしていただけるようにしております。 

 二番目の事業のファシリテーター派遣事業につきましては、平成２７年度から２９年度

に作成した保護者向け人権研修プログラムを活用した研修を希望される学校に、ファシリ

テーターを派遣して保護者研修を行っております。この表にありますように、今年度は４

２の学校やＰＴＡ団体に出向いて参加型の人権研修を行っており、参加者の延べ人数は



1274 人となっております。参加された保護者の感想は、「堅苦しい会ではなく、楽しく真

面目にたくさんの話ができてよかった」とか、「子どもと大人で話合い言い合うことがで

きる関係を持つため、本音でわが子と向き合いたい」とか、「保護者同士の良好な関係が

見えるというファシリテーターの言葉を聞き、いじめは子どもだけの問題ではないと思っ

た」といった肯定的な意見をいただいております。繰り返しリピートしている学校もあり

まして、親子の関わりとか、保護者同士の関わりとか、先生との関わりとか、こういった

ことを大切にしたいとかという声も聞いております。 

 

 

 

【報告事項セ】 指導参考資料（教職員用）『誰もが自分らしく輝くために～多様な性の

あり方と人権～』の作成について 

○影山人権教育課長 

 続きまして、報告事項セでございます。教職員用指導参考資料の『誰もが自分らしく輝

くために～多様な性のあり方と人権～』というのを作成しました。その概要について報告

いたします。この資料を作成した背景につきましては、近年メディアなどで性的マイノリ

ティーについて取り上げることが多くなっておりますし、教科書にもＬＧＢＴについて掲

載され、学校でも授業で取り上げたり、教職員の研修をしたりという動きが多く見られ関

心が高まっているところでございます。また、性的マイノリティーの方は、いじめや不登

校の関連も強く自殺念慮の割合も高いことから、児童生徒への適切な理解・配慮が必要だ

というふうに考えております。このような状況を踏まえまして、性の多様性について、ま

ずは教職員の方に理解していただくことが必要というふうに考え、この資料を作成したも

のでございます。資料の構成と概要については、３の表に書いているとおりでございます。

今ご覧いただきたいと思います。工夫した点については、めくっていただきまして裏面の

４に書いておりますが、性の多様性について理解しやすいように、文字ばかりでなく図表

やイラストを使って視覚的に分かりやすくするようにし、性の多様性を尊重した学校づく

りで、具体的に何をしたらいいのか事例を示しております。指導事例につきましては、参

加型の授業が展開できるように工夫しております。また、読み物資料として当事者の思い

が伝わる手記を掲載し、より理解が深まるようにしております。なお、資料作成に当たり

ましては、案を学校教員や教育局の職員にも見てもらって意見をいただき、必要な修正を

しておりますし、監修をしていただきました広島修道大学の眞野先生からも専門的な助言

をいただいております。 

 今後の資料の活用につきましては、校長会等で、資料の周知を行い、各学校に配布する

とともに、ホームページでダウンロードできるようにする予定でございます。また、資料

の活用について、各種会議で周知を行うとともに、学校から要望がありましたら、出向い

ての研修も行う予定でございます。また、ここには書いておりませんが、来年度から性的

マイノリティーの当事者の方を学校からの希望に応じて、講師として派遣して講演を行っ

ていただくといったことも検討しております。これらによりまして、性的マイノリティー

の方の人権について理解が深まり、児童生徒の支援等に配慮した対応が図れるように進め

て参りたいというふうに思っております。説明は以上でございます。 



 

 

 

【報告事項ソ】 新型コロナウイルス感染症に係る対応について 

○片山教育総務課長 

 報告事項ソです。新型コロナウイルス感染症に対する対応状況について報告します。随

時メールにて報告しておりますので、昨日時点の状況につきまして概要を申しあげます。

資料の一番最後の表をご覧ください。これが昨日行った県の対策本部会議で用いたもので

ございまして、コンパクトにまとまっておりますので、これで説明をします。 

 ３月１８日から県立学校を再開いたしました。特別支援学校については柔軟な対応を行

っております。基本的には通常の教育活動を最終日まで行い、部活動も一定条件下で行う。

春休みに入ってからも、補修など必要な教育活動を学校の判断で実施する。部活動につい

ても同様でございます。新年度以降も通常の教育活動を行うということにしております。

始業式・入学式は、これらは感染防止対策（換気、消毒、マスク、時間短縮等）を講じた

上で行うということとしているところでございます。学校再開の状況については掲げてい

るとおりで、県立学校は再開、市町村立学校１８の市町村で学校再開あるいは登校日の設

定という格好で、子どもたちが学校にくるようにしているところでございます。ただ、ち

ょっと体調が不調であるとか、あるいは保護者さんが心配だから行かせたくないといった

場合には、欠席扱いにしないような配慮を行うようにするということでございます。 

 あとは、春休み中のところで書いておりますが、ＩＣＴを活用した教材の自宅学習を保

管するという取組を進めるために、県で e ラーニング教材のアカウントを取得して、申請

を受けたご家庭に配布するといった取組もしております。今の状況が続くようであれば、

こういった格好で新学期を迎えたいと思っているところでありますが、今後、県内で発生

した場合の対応について、昨日、県の行動計画が暫定的に決まりました。それの内容につ

いて申しあげますが、学校関係の部分について申しあげますと、県内発生早期については、

可能な限り通常の教育活動に近いものを継続していく。児童生徒や教職員に発生した場合

は、その学校を２週間程度閉鎖する。これは近隣の学校等でも、また市町村単位でも、あ

るいは地区・全県といった格好での検討を行うということとしております。その下の県内

感染期に以降した場合、これも一定の制限を加えて努力継続していくということで行いた

い。学年を分けて、あるいはクラスを分けての大人数をつくらない工夫をするとか、そう

いった格好で分散登校方式でも行うというようなことも考えながらやっていくということ

を、今市町村ともアイディアを交換しているところでございます。ただ、いずれも昨日、

政府の専門家会議が行われましたし、また、本日も政府の対策本部が行われる。そして文

部科学大臣の記者会見によりますと、今休校しておりますが、来週中には学校も再開等の

取扱についても方針を示したいということであります。そういった動きを踏まえまして、

今は学校で発生した場合、基本は２週間、学校を閉じるということにしておりますが、こ

れは、より教育機会を確保する方向で検討しているということで、またかなり早いペース

になろうかと思いますが、随時変更を加えていくということで考えているところでござい

ます。学級閉鎖から始めるとか、そういった内容を考えていかなければならないとかとい

うことを考えているところでございます。以上です。 



 

 

○山本教育長 

 それでは、ただいままでの報告事項エからソまでにつきまして、委員の皆様から何かご

質問等あれば、お願いをいたします。 

 

○中島委員 

 コロナのことをちょっと先に確認できたらと思うんですけど、一番皆さん気になってい

るのって、新学期どうなるの？ということだと思うんですけど、これについてはどういう

考えになるんですかねえ。 

 

○山本教育長 

 再開しましたので、感染防止対策を講じつつ、新学期は普通にやります。 

 

○若原委員 

 続けて、全国一斉の学力調査に関して正格な情報は今どうなっているんでしょうか。 

 

○片山教育総務課長 

 文部科学大臣が先日表明されまして、４月１６日に予定しておりましたけれども、それ

は行わない。延期して行うのか、中止にするかというところまでは、まだ言及されており

ません。 

 

 

○足羽教育次長 

 期日の設定は難しい部分が。全国一斉でないと意味がないので、また検討されると思い

ます。 

 

○佐伯委員 

 ここで、補習のようなのをやると書いてあって、休んでしまった部分があって、そこは

気になっていましたので、こういうことをこれからも、たとえば新学期になってからでも、

義務なんかだったら、また考えてもいいんですかね。 

 

○中田参事監兼小中学校課長 

 はい。いま市町村にも働きかけまして、未指導の部分というのをしっかり把握して、ま

だ学習できてない部分につきましては、新学期に計画的に実施というようなことでも通知

を出しておりますし、各市町村それぞれ、しっかりその辺りは把握されて、保護者に説明

責任を果たしながら取組んでいくというようなことも、お願いをしているところでござい

ます。 

 

○佐伯委員 



 いま登校日のような扱いだと、学年を指定したりして登校させると、距離は少し離して、

一学級を二部屋に別れてというようなことをやっているところもあると思うんですけども、

新学期になったときには、今のままの状況でいけば、通常の学級の部屋に皆が入って授業

を再開するというかたちですか。 

 

○中田参事監兼小中学校課長 

 今のところは、そのような予定です。換気だとか手洗いだとかしっかり対応しながら。 

 

○山本教育長 

 マスクをするとかいう工夫が要るんだと思います。何もなしで、ひっついたままという

ことは、やはり感染防止対策上はまずいと思います。適度に離せるような元々の空間があ

ればいいですけど。手が届かない範囲でというのが、だいたい１メートルです。 

 

○佐伯委員 

 マスクはいま全員に行きわたるんですか。 

 

○山本教育長 

 布製で洗って使う分でもいいということなので。 

 

○中島委員 

 これは、これからも流動的に状況が変わっていくと思うんですけど、基本的には県対策

本部会議の判断に従いつつ、具体的な在り方を決めていくということになるんですかねえ。 

 

○山本教育長 

 基本的な権限論でいえば、今の段階ではそれは設置者の判断でしかないんです。ただ、

特措法が成立をして、あれが発動されると今度は緊急事態とかの場合には、知事の要請に

よって、我々も動いていくという必要性がありますので、今はすり合わせをしながら、設

置者としての判断を出しているということです。だから、市町村に対しても、依頼ベース

といいますか、「県はこうします。それを参考にして動いてください」という話なんです。 

 

○中島委員 

 県内でも、もちろん出ないことを願うんですけど、やっぱり出るだろうと考えるのが普

通だと思うので、それが拡大しないようにするということが大前提だと思うんですけど、

ある程度それこそ夏頃ぐらいまで続くということで、１カ月ぐらいで終わるということは

考えられないので、そういう中で教育活動をどうやって継続していくかということが重要

になってくると思うんですね。その際にやっぱり私は、子どもの成長する機会を学校教育

において保障することは、ほんとに重要な価値なんだということですね。判断材料としな

がら、単純になんでもかんでも止めましょうという話にならないようにということは、も

ちろん、いろんなバランスの中なんだけれども、我々として一番留意しなきゃいけないこ

との一つになるんじゃないかなあと思っています。 



 

○山本教育長 

 ぜひ我々もそのことを深く胸に刻みながら取り組んでいきたいと思います。 

 

○鱸委員 

 マスクとか消毒薬とか、特にマスクで心配するのは、マスクを用意できる子と、マスク

が使いたくても無い子。その中で咳をする子どもたちの反応、親の反応、その辺のリスク

がすごくあるのかなと思うので、どういうかたちでマスクを用意するか、マスクの無いお

子さんに。それはやっぱり効率的に、基本的にはご家庭からしてほしいけども、持ってき

てない場合はお話を聞いて、子どもにマスクをしてもらうような配慮は必要かなと思いま

す。かなり敏感になっていますので、親御さんの話を聞いて。そういうことも含めてお願

いしたいと思います。 

 

○山本教育長 

 まずは、体調が悪かったら休んでください。そこは徹底して、自分の体調が第一ですし、

万一の場合人にもうつさないというところも意識してもらって休んでもらう。これは教員

もそうですけど、そこは徹底してもらう。おっしゃったようにマスクの無い子どもたちへ

の配布というのは必要かなというふうに思います。県立学校は実際、登校してきてマスク

してなかったら、入り口のところで配ったりしてましたので。これはマスクがふんだんに

あるということが必要なのかもしれませんが。 

 

○鱸委員 

 予防を実際に実行するときに、必ず鳥取の中に感染者がいるということを前提に、それ

ぐらいの気持ちで学校の責任者は対応すべきだと思います。ですから基本的に守ってほし

いことはきちっとやる。皆が触るところは消毒する。そういうところはちゃんとしないと。

それから子どもには手洗いを励行させる。誰かに触る前と触った後の２回はというように、

手洗いはこうしましょうというようなことも随時指導していくことも必要じゃないかなと

思います。だから、ウイルスがどこかに付いたり、誰か保菌者が居るんだけど、それは分

からない。私の病院では発熱外来は小さい病院ですけど別にして、患者さんの入り口を全

く別の空間にして、昼・夜以後は外来をやめてというぐらい、病院自体は厳重にしている

んですね。それはなにかと言えば「もう居る」ということなんですよね。実際に鳥取県の

場合、ＰＣＲの件数がすごく低いんです。これはやっぱり行政の考え方というか、まだ変

な肺炎が出てないという現状もあってですけど、それは皆が気をつけているという現状の

中で、実際に症状に出ないような方もあるいは軽症の方もＰＣＲ検査をしてないだけであ

って、そういうことを十分リスクを持って教育委員会は対応してほしいなと思います。 

 

○山本教育長 

 手洗いの話が出ましたけれど、パンフレットを付けてますが、再開したときにもう一度

実践して「皆でやってみましょう」という。子どもたちはもちろんですけども、それをぜ

ひ家に持って帰って、家族の人にも「こうやって習ったよ」というのを子どもたちから家



の人に伝わるような、そんなかたちで県全体がこうした感染防止に向けて、しっかりと一

人一人が取り組めるようなそういうことにもつなげていきたいなと思っています。 

 

○鱸委員 

 県立学校の学校運営協議会の設置のところで、皆生養護学校はまだですか。 

 

○山本特別支援教育課長 

 皆生養護学校は来年度になります。 

 

○鱸委員 

 それは取組が遅かったからですか。 

 

○山本特別支援教育課長 

 特別支援学校が９校ありまして、３カ年でやろうということで。 

 

○鱸委員 

 そういう計画の中で、分かりました。 

 

○中島委員 

 コの生徒指導等に関するガイドラインのことなんですが、これはこのあいだ総合教育会

議の論点で出たり、あるいは全国的にも校則の在り方を見直そうというというようなこと

は、一つの流れかなと思うんですけど、ガイドラインというのは、基本的には誰に対する

ものということになるんですかねえ。 

 

○酒井高等学校課長 

 学校です。 

 

○中島委員 

 そうすると、同じ考え方を生徒・保護者目線で伝えるような情報伝達というのはできる

んでしょうかねえ。 

 

○酒井高等学校課長 

 今これを県のホームページに掲載していますので、それを見ていただいて、いろいろご

意見をいただくこともありますし、今そういうことをしています。 

 

○中島委員 

 基本的にはこれ一本でいくということですね。それでいいのかなあ。ルールというのは、

とにかく一方的なものではなくて、互いに納得してつくっていくもんなんだということが

一番大事だと思うんですね。そういうメッセージとして、このガイドラインが、基本的に

はこういう考え方に沿ってやっているんです、ということがメッセージとして出ればいい



なと思うんですけど、ちょっと一方的な説明という感じにならないかというのが少し不安

なんですけどねえ。 

 

○酒井高等学校課長 

 今いろいろ生徒と保護者と学校でトラブルになる原因の大きなところが、先程申しまし

た教育的指導というところで、説明の仕方であったり、説明の時期であったり、いろんな

ことで保護者との間でトラブルになるというケースがありますので、この辺りについては

もう少し細かいＱ＆Ａ形式で今作成しておりまして、この数年間いろんな事例があります

ので、そういうものも学校に示していきたいなと思っています。 

 

○若原委員 

 ガイドラインというのが、今説明があったように学校に向けて出されて、そして学校で

保護者や生徒にそれぞれ伝えてくださいと、そういう位置づけですかねえ。 

 

○酒井高等学校課長 

 学校がこれに基づいて校則を作りますので。 

 

○若原委員 

 校則とか、いま生徒手帳というのはありますか。 

 

○酒井高等学校課長 

 生徒手帳？ 

 

○中島委員 

 ないです。 

 

○足羽教育次長 

 いまお二人からありましたのは、なにに基づいて生徒指導を行っているのか、生徒指導

についての話は、たとえば新入生、保護者等についてももちろん行いますので、そういう

機会に、大元は県の示したこのガイドラインに基づいて、そしてまた学校ごとに必要な部

分をプラスしてという、そのときに発信がきちっとできると思っております。ですから、

そういうことの周知の徹底を、保護者等への説明をこれに基づいて行うので、これはホー

ムページにも出てますし、必要なものはどうぞご覧ください。なかなかこれ自体を全家庭

に配るのは難しいので。 

 

○中島委員 

 そうですね。だから、校則というのはなんとなくブラックボックス化してて、誰が決め

て、どう決められたか分からないけれども、その根拠が示されるということは私は素晴ら

しいことだと思うんですよね。私が願うのは、校則というとどうしても管理の論理で出て

くるものだという印象があって、もちろんそういうところもあるんだけれども、大きな意



味ではシチズンシップ教育の一環として、こういうものも皆で共有して皆が納得してルー

ルを持って、皆で守っていくものにし、必要があれば問題点を話合って直していくという

ような大きな自治のトレーニングという位置付になっていくというふうになるといいのか

なと思うんですけども、その辺はどうなんですかねえ。 

 

○酒井高等学校課長 

 おっしゃるとおりでして、中島委員さんがおっしゃられたようなことが今回議会で出ま

して、教育長のほうから、まさに校則を生徒と一緒になってつくりあげていくという、そ

こをシチズンシップ教育・主権者教育という捉え方を教育委員会として、学校のほうにも

周知していきたいと。それが先程申しました「はじめに」のところの最後に加えた「生徒

指導ではなくて、生徒理解」の部分です。 

 

○佐伯委員 

 趣旨をきちっと事前にお知らせをして、できるだけ多くの保護者の方や生徒さんに理解

していただくということが大前提で、高校生だと間違った行動をしてしまうことがあるん

だけれども、それを立ち直る機会といいますか、自分のことを考えて「失敗はしたけれど

も、やりなおすんだ」という気持ちが持てるような生徒指導であってほしいなと思ってま

すので、よろしくお願いします。 

 

○酒井高等学校課長 

 ありがとうございます。６ページのところに、生徒、保護者への説明の徹底というとこ

ろで、とにかくあらゆる機会を使って、学校が定めたその方針については説明してくださ

い、ということをうたっていますので、そこも再度学校には徹底したいと思います。 

 

○山本教育長 

 そのほか、いかがですか。なにかありましたら、その他のところでもと思います。それ

では、残りの報告事項につきましては、時間の都合により説明を省略したいと思いますが、

よろしいでしょうか。それでは、以上で報告事項を終わります。 

 

 

［約３０分間休憩。１３時１５分より、午後の会を再開］ 

 

 

（５）協議事項 

 【協議事項１】 「鳥取県教育審議会夜間中学等調査研究部会まとめ及び今後の対応方針

について」 

○山本教育長 

 それでは、再開いたします。協議事項「鳥取県教育審議会夜間中学等調査研究部会まと

め及び今後の対応方針について」の説明をしてください。 

 



○中田参事監兼小中学校課長 

 小中学校課でございます。教育審議会が２月２０日に行われました。その際、「夜間中

学等調査研究部会のまとめ」を会長から教育長にいただきました。まとめが提出されたこ

とによりまして、今日は、調査研究部会で出された方向性を元に、今後の対応方針を考え

てご協議いただきたいと思います。 

 調査研究部会で出された方針というのは、上の囲いの中に書いてあります。一つ目が

「公立の夜間中学を設置すべき」その際の課題等も示していただいています。二つ目が

「私立で設置したらどうか」というようなことで、まとめてあります。三つ目が「夜間中

学設置以外での学びの充実」ということで、今の現状の取組を更に充実させてはどうかと

いうようなことで、三つの案を示していただいているところでございます。 

 ちょっと下の１のところに目をとおしていただきますと、これまでも委員の皆様には、

夜間中学等調査研究部会での様子というものは、随時報告をさせていただいているところ

ではございますが、一番ニーズとして多いのは、現役・学齢期の不登校の子どもたちです。

ただ、県内に散在している状況だというようなところでございました。また、課題につい

ても、報告の中でもいろいろとお話をさせていただいているところでございますが、交通

事情のこと、散在しているという状況から一カ所で継続的に通うことが難しいのではない

かというようなことがありました。それから、不登校となっている学齢期の生徒等の通学

事情、安全性を勘案すると昼間の設置が望ましいが、一方、その他の方々を対象にすると、

それも難しいことだというようなことです。その下にも書いてあるわけですけど、場所の

こと、校舎等のこと、また、校舎等として候補に挙げられるであろう県立高校について、

空いている教室がないというような様々な課題もあったわけでございます、ただ、学び直

しニーズの対象というのは、県内には散在している状況ではありますが、確実にはいると

いうことがニーズ調査では明らかになっているところでございまして、この調査研究部会

で一番話合いの中で大事にしてきている、「学びを必要とするすべての方への学びを保障

するために取り組む」というような視点から考えますと、最後にも示しておりますが県教

委としての対応方針としては、すぐ夜間中学をつくるというわけにはいきませんので、当

面の間、今ある取組を充実させながら、将来的に公立夜間中学を設置するというような方

向で考えてみたらどうかということで、提案をさせていただきたいなと思います。 

 当面の間の今ある取組の充実策といたしましては、下のところの１頁の２のところに示

しております。めくっていただきまして２頁にも、引き続きあるわけですけど、とくにニ

ーズの多い不登校となっている学齢期の子どもたちへの対応として、今年度新たに学校内

フリースクールの設置ということで、サポート教室というようなことを３校取り組むこと

にしております。また、今年から取り組んでいるＩＣＴを活用した自宅学習の「すらら」

というアプリを活用したものですが、これについても来年度拡充するというようなことも

考えて予算も立てているところでございます。 

 このようなことを充実しながら、３番には今の段階での公立夜間中学の検討について、

こういう考え方もできないかということで示しています。方法としまして、今のところ市

町村に設置の意向がないというようなこと、それから対象者を全県に広げられるというこ

とを考えますと、県立での設置ということも考えられるのかなというふうに思います。そ

の形態としましては、定時制通信制の高等学校と一体となった夜間中学で対象者の受け入



れを検討していくようなかたち、また、主な対象者としましては、今の時点のニーズ調査

で一番ニーズがある不登校となっている学齢期の生徒を中心に対象として、設置場所とし

ましては、利便性の良い中心部が一番いいわけですが、それぞれハートフルスペース等も

ありますので、たとえば緑風高校に校舎を少し増設しまして、ハートフルスペース等を改

修して、遠隔授業等も行えるのかなということも思います。 

 教育課程といたしましては、夜間中学の趣旨に沿って、柔軟な教育課程を組みながら、

ということを検討いただければと考えているところでございます。いずれにしましても、

夜間中学という義務教育段階の子どもたちからの対象になり得ることでございますので、

市町村としっかり協議をして今後の方向性について考えていく必要はあるのかなあという

ことで、４番のスケジュールのところでは、まずは４市の教育委員会との協議等を考えて

いるところでございます。 

 まとめについては３頁以降に付けておりますので、ご覧いただければと思います。以上

でございます。 

 

○山本教育長 

 いかがでしょうか。これまでどういうところにどういうニーズがあるかというところの

調査も含めてご議論いただいていたわけでございますが、いろんなこの度の議会のやり取

りの中でも、結果的に該当者がおられなくても、そういう場をしっかりと県として持って

おく（市町村も含めて）ということが、一つの学びの場になる。そこのところをどう考え

るかということだろうと思います。夜間中学は国のほうで、各都道府県にそれぞれ１カ所

という方針で、それぞれ臨んでおりますが、そういう方針の有る無しに関わらず、鳥取県

として、そういう方が仮にいた場合の学びの場を準備しておく。そういうことが教育行政

として必要ではないかと、そういう議論であったわけでございまして、これから市町村と

も話をしながら、どういう役割分担でやっていくのかということも含めて、これはしっか

りと議論して考えていく必要があるかなというふうに改めて思います。 

 

○足羽教育次長 

 これまでも報告してきましたが、部会のほうでも委員さんの中の気持ちの中では、少な

からずニーズがあるということを捉えられて、やっぱりそういう学びの場所なり、学びの

機会を確保してやるべきというご意見のほうは強かったように思います。ただ、現実的に

鳥取の交通事情だとか、対象者の散在、また外国籍の方や高齢者のニーズがないこと、全

く声がないこと等を考えると、なかなか現実論としてはどうだろうかというところが部会

の中での様子でもあります。お気持ちの中では皆さん、財政投資も含めて、それゆえ三つ

の方針の提起というようなかたちで、整理いただいたのが最後でありました。どちらも大

事な視点だと思うんですが、教育長が申されたように、議会の議論も踏まえれば、設置は

やっぱりそういう機会をつくっていく方向を向きながら、そのために、じゃあ最善はなん

だろうか、というような方向で検討を進めていってはどうかという提案でございます。 

 

○若原委員 

 夜間中学校というのもちゃんとした設置基準というのがあるでしょうから、その設置基



準にきちんと合うようなものまでも用意するというのはなかなかできないと思うんですが、

もう少し柔軟にフリースクールのようなかたちであれば、それは対応しやすいと思うんで

すね。そういうことで、このまとめに書かれているような結論が妥当だと思うんですけど

ね。 

 

○足羽教育次長 

 当面の間ということになりますのでね。フリースクール的な部分は、夜間中学には規定

されませんので、全国各県に一つという国の方針にのっとれば、きちんとした設置基準に

基づいて夜間中学をつくっていく方向で検討を進めながら、その間はより待ったなしの状

況で打てる策をどんどん入れていくということかなと思います。 

 

○佐伯委員 

 実際にこれとはちょっと違うのかもしれませんけれど、学校の中の教室にいけない子ど

もさんを、学校の別の部屋でやるとおっしゃっていましたね。あれは、令和２年度にある

んですか。東・中・西部で。 

 

○足羽教育次長 

 はい。それは、広島のほうでもやっておられて、全国的にはいろんなパターンがあって、

カフェみたいにして民間の方が入られて、要するに居場所だと、学びの場ではなくて。本

県で今考えていますのも、そこには非常勤講師を付けますが、教科指導をしたりではなく、

教育免許をお持ちの、できればいろんな知識の豊富な方を来ていただいて、相談にくれば

相談に乗ってやるし、「これしなさい。あれしなさい」ではなくて、学校までせっかくこ

れてるんだから、けど教室に入れない子どもたちを、自分のペースで居場所がちゃんとあ

るというようなかたちを東・中・西で、中学校に一つずつ設置する予定でおります。 

 

○佐伯委員 

 その中学校というのは、わりと学校の中の教室に入れない生徒さんの多い学校ですか。 

 

○足羽教育次長 

 多い学校もあるし、チョイスしながら、もちろんそれは地教委・学校の意向を踏まえな

がらで、具体の検討に入っていますけれども、手を挙げられたりしたところも既にありま

す。 

 

○佐伯委員 

 それとハートフルスペースにいらっしゃる生徒さんもいるんですよね、きっと。 

 

○足羽教育次長 

 ハートフルスペースは、もう卒業した後ですから。 

 

○佐伯委員 



 あれは、卒業した子どもさんですか。 

 

○足羽教育次長 

 あれは、高校生。そこに適応指導教室・支援センターと、中学生までとの線引き、区別

化を図って。ハートフルスペースのほうは高校生以上が対象となっています。 

 

○佐伯委員 

 それで、中学校の中につくるのが、まだ中学生の生徒を対象としたものですね。 

 

○足羽教育次長 

 そうです。 

 

○佐伯委員 

 それから、ＩＣＴを活用されるのも、まだ中学生の段階の人なのかな？中学校を卒業し

た人かな？ 

 

○足羽教育次長 

 あれは、ハートフルスペースでやってますので、卒業した人ですね。 

 

○佐伯委員 

 そうすると、夜間中学に該当するであろうという、今考えているところの生徒さんは、

中学校を卒業してない生徒さんで、でも、校内のそういうフリースペースにも来れそうに

ないという人か。学校が違ったら来られるという人ですか。 

 

○足羽教育次長 

 他県も全部そうですから、学齢期の生徒さんを受け入れていらっしゃるのは京都府の有

名な洛友中学校しかありません。それは、これまでいた中学校からは完全に転籍していま

すから、もう戻れないというきちっと線を引いて。 

 

○佐伯委員 

 改善しても戻れない？ 

 

○足羽教育次長 

 はい。そういうルールでないと、行ったり来たりということで、その学校特性の機能と

いうことをちゃんと整理されていらっしゃいます。他に３３校が全国でありますが、学齢

期を受けていらっしゃるのは、洛友夜間中学以外にはありません。学齢期はちゃんと市町

村の、という整理です。設置時間や設置場所等の責任のこともあって。 

 

○佐伯委員 

 公立の夜間中学を、もし設置したとしても、来る人がどれくらいいるのか。 



 

○中田参事監兼小中学校課長 

 対象者をまとめるようなかたちで考えるかというようなことで、学齢期の子どもたちも

対象に入れるということになると、「行ってみるかな」と考える方も出るかもしれません

し。 

 

○佐伯委員 

 ３番の学びの充実、というところで、充実することを考えていくのが一番いいのかなあ

と。すごく不登校の生徒さんが増えている状態だから、そこをなんとかしないと。適応教

室に行っている子どもさんは、籍は中学校にあって、フリースクールにいっていらっしゃ

るお子さんも、籍は中学校にあるんですよね。 

 

○若原委員 

 まとめは、もう２月に出ていますから、このまとめを元にして、今後のスケージュール

のところですかねえ。 

 

○足羽教育次長 

 ボールが、漸く部会のほうからこちらに投げ返されたということで、今度はもう部会で

はなく、ここ教育委員会事務局、そして教育委員会のほうで、どういう位置にするという

方向性というか、結論を考えていきます。 

 

○若原委員 

 部会の報告を受けたということですね。 

 

○足羽教育次長 

 こちらから投げたボールが返されたということです。この８月ぐらいを目途に、いろん

な角度から。「設置するの？じゃあ、どうしたら、よりいいものが、どんなかたちで設置

したらいいものだろうか？」設置在りきではないんだけれども、学びの確保ということを

保障するためには、という視点でご議論願えたらと思いますが。 

 

○若原委員 

 今まで何度も、部会とやり取りしていますから、その内容については、教育委員会とも

ほぼ合意ができている内容だと思うんですね。 

 

○山本教育長 

 「設置する」と今決めたとしても、できるまで暫くかかると思いますので、そうした間

の当面のものというのは、それはできることをどんどん進めていくというのが、当面対応

サポートを充実しながら、ということになろうかと思いますので、設置するとここで決め

るわけではないですけども、そうしたことの対応についての結論を１日も早く出せるよう

に検討を進めていきます、というその方針だけ、今日ご確認いただければと。 



 

○鱸委員 

 対象生徒というところに、「外国籍の」というのも、これも一つ今後の見とおしの中で

は大事なことだと思いますよね。鳥取市の就学指導委員会なんかで問題となっているのは、

いわゆる情緒障がいで出てきた外国の子どもさんが、「それって情緒障がいなの？完全に

異文化の中で表現もできない、そんな子って、そのクラスで必要なの？そういうクラスを

どう開けるの？」という話が出るんですよね。そうすると、鳥大の三木先生なんかは、

「日本に来て生活している以上、日本としては教育の保障をやっていかないかんし、言葉

の指導というものはもっともっとアプローチしていかないといけないじゃないかな？」と

いうことも言われる。そういう中で、外国籍の者ということを考えたときに、子どもは別

として、本国において義務教育を十分に受けられなかった人が夜間中学で、どういうカリ

キュラムがあるのかというのはなかなか漠然としているんですけど、おそらく社会人とし

て抜けている部分というのを埋めたいという。たとえばベトナムから来た人とか、鳥取県

に多いそういう人が、近くにあればニーズが出てくるんだと思います。だから今はなくて

もニーズが拾えてない可能性もあるので、この辺丁寧に再度ニーズを評価する必要がある

ように思います。 

 

○佐伯委員 

 今言ってらっしゃる該当の方というのは、もう中学を卒業した年齢の人？ 

 

○鱸委員 

 いや、小学校で、この子はＩＱなんか見るといいんだけど、ついてこれないのは当然で

しょうということになるんです。この子をなんとかしないと就学指導の対象から外れると

いうような子が、外国籍の方におられるという話です。 

 

○佐伯委員 

 それって、夜間中学というよりは、通常の中学校の中で指導するとかいうことですね。 

 

○鱸委員 

 そうです、そうです。ぼくが言ったのは、そういうお子さんをお持ちの両親が、こうい

うニーズを持つことがあるんじゃないかなということで。ただ、子どもさん方は、一つは

学校では日本語をしゃべれないけど何とかしている。先生方が評価するのは英語でやり取

りする。フィリピンの方ですから家ではタゴール語でやっているというようなときに、学

で生活の場をつくるんだったら、ちゃんと教えてあげないといけんでしょう、日本語を。

それとこれだけＩＣＴが進んでいるんだから、その子用の教材というか、最も分かりやす

いアプローチをするべきではないかという話が出たということで、ぼくはそのご両親とい

う方々は、どういう生活で日本に来られたかは分からないけれども、中にはちょっと余裕

が出来たりして、子どもの話についていける、あるいは日本の文化を知るとか、社会生活

のためには「こういう勉強をしておかんといけんな」とかいう学び直しというニーズが出

てくる時代が来るんじゃないかなと思ったりするので、外国籍の者というところは捨てら



れないねという話です。 

 

○中田参事監兼小中学校課長 

 するとなったら、この四つのカテゴリーがあるんですけど、すべてのことに応えていく

必要があるかと。 

 

○佐伯委員 

 そうしたら小さなクラスというか、小さな集団にしていかないといけないということで

すね。 

 

○中田参事監兼小中学校課長 

 公立の夜間中学を設置するというようなことで検討を進めるということになったら、徳

島でも来年の春に開校ということになっているんですけども、再度本当にどのぐらいニー

ズがあるかという調査を、昨年の秋ぐらいにもまだしておられたので、本県でも再度ニー

ズ調査が必要でしょうし、対象をどんなふうにしていくのかということも検討していくこ

とも再度必要にはなってきます。この２年間の調査研究部会で検討をしたということも考

えますと、そろそろ詰めていく必要があり、ゆっくりはしていられないようなところもあ

るのかと思ったりもしますので、設置ということで進めていくのであれば、いろんな面で

協議の場とか、検討の場を早急に設ける必要があるというふうに思っております。 

 

○足羽教育次長 

 外国籍の方は、ご自身が義務教育を受けていらっしゃらないということが条件になって

いるものですから、他のところもそれが非常に曖昧ですよね。「卒業証書を見せてくださ

い」というわけにもならず、というところがどうもあるようです。申告制みたいな分です

から。ただ、入られた場合には、日本の９教科についてその学びを重ねていく中で、日本

語をより覚えていく。けっして日本語指導ではないということは前提です。ある程度しゃ

べられる方もあれば、全然片言という方もあるので、同じ教材を使っているんじゃだめな

ので、兵庫なんかでもそれを２クラスに分けるとか、川口なんか３クラスに分けるとか、

人数が限られた教員の中でやっておられるのが実態です。 

 

○佐伯委員 

 中学校の教育課程９教科の部分を学びたいと思われる方というのは、すごく学ぶ意欲の

ある方で、日本の中でとにかく生活が出来るようになりたい、日本語を修得して、基本的

な部分の困らない程度の読み書きができるようになりたいという人は、たぶん夜間中学じ

ゃないところでの学びのほうですよね、きっと。 

 

○足羽教育次長 

 城北の日本語指導のようなところですね。はい。他県でもほんとにおっしゃるように、

高齢の外国の方だけども一生懸命に意欲的にやられて、教科書を全部やらないといけない

ということはないので、多くは教科書なんかおいといて、教員の自作で生徒さん方のレベ



ルに合わせた教材をやっておられます。でも、それが「社会だよね。国語だよね」という

ように。 

 

○佐伯委員 

 教える教員もすごい。中学校で社会を持っているから、理科持っているからという範疇

じゃない部分の準備が要りますね。 

 

○足羽教育次長 

 でも一応基本は、自分の教科です。でも、そういう意味の工夫は要りますね。 

 

○山本教育長 

 通常の異動ではなくて、そういう子どもたちを教えたいという意欲を持った人を募ると

いったやり方も取り入れていかないといけないと思いますよ。 

 

○中田参事監小中学校課長 

 川口なんか、それを言っておられましたね。 

 

○佐伯委員 

 市米のときに、小４から中２まで全然行っておられん子どもさんが中３から来たときに

は、やっぱり小５・小６の理科とか社会から始めていって、それで追いついていくように

したんですよ。卒業までになんとか飛びながらでも、とりあえず受験に対応できるまでに

持っていこうと。 

 

○山本教育長 

よろしいでしょうか。それでは以上で、協議事項を終了します。その他、委員さんから

何かございましたら発言をお願いいたします。よろしいですか。 

 

○山本教育長 

それでは、本日の定例教育委員会はこれで閉会します。次回は、４月１５日（水）午前

１０時から定例教育委員会を開催したいと思いますが、いかがでしょうか。それでは、本

日の日程を終了します。お疲れさまでした。 


